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第１ 長野市農業振興アクションプラン（抜粋） 

１ 施策展開の方向性

（１）  農業者や市民が「長野市の農業はすばらしい」と言える、誇りと自信の

持てる農業を実現する。

（２）  若者が長野市に就農してよかったと思える、将来に夢を持つことができ

る農業を実現する。

（３）  中山間地域の農業に明るい未来を感じることができるような施策を展

開する。

（４）  農地を集積・集約して大規模な経営体を育成するという国の農業政策を

踏まえつつ、果樹生産が主力である本市農業の実態に沿った施策を展開する。 

（５）  確立されたブランドや伝統を活かしつつ、観光との連携による新たなビ

ジネスを創出するとともに、商工業など他産業と連携し、既存の農業生産

基盤を活用した企業的発想に基づく農業経営を実現する。

（６）  「産業としての農業」を持続的に発展させていくとともに、自給的農家

や兼業農家が多い本市の実態を考慮して、多様な担い手による「国土を守

るための農業」、「生きがいづくり、健康づくりのための農業」という視点

を併せ持って施策を展開する。

２ 将来像 

    本市農業の「将来像」を次のように定める。

恵まれた自然、豊かな大地に育まれ、先人が築き上げた伝統ある本市農業を受け

継ぎ、愛着ある農地、豊かな食文化を、子どもたちへ誇りをもって着実に引き継い

でいくこと、さらには時代の変化に合わせ、新たな発想で農業の魅力を高め、若者

が将来の農業に夢を抱くことができるようにしていくことが大切である。

そして、市民一人ひとりが、農業及び農村の大切さを理解し、共に地域農業を支

え合い、応援し、育てていくことが必要となっている。

一人ひとりの小さな実りは、一本の木に実を結び、すべての実りが三実一体（三

位一体）で支え合って大木になることで、力強い長野市農業を実現していくことを

表している。

三実
み

一体で実現する力強い長野市農業 

「実り１」 未来につなぐ！ 豊かな大地に根ざした 誇りある農業 

  「実り２」 魅力アップ！ 新たな発想に基づき 発展する農業 

  「実り３」 みんなが主役！ 市民が共に支え育む 人をつなぐ農業 
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３ 重点施策 

    施策１：多様な担い手づくりと農地の有効利用の推進 

○ 本市の農業就業人口は、年々減少するとともに、平均年齢は上昇しており、

後継者不足及び高齢化が進んでいる。一方で、自給的農家数は全国市町村の

中で第１位であり、元気な高齢の農業者が多い。 

    ○ 平成 17 年まで上昇していた耕作放棄地面積は、農地の集積・集約化の取

組により、平成 22 年以降は減少に転じたが、農業の後継者不足及び高齢化

に伴い、依然として耕作放棄地率は２割を超えており、その解消が大きな課

題となっている。 

○ 以上から、認定農業者など中心的な担い手を育成するとともに、定年帰農

者、農業に参入する企業など新たな担い手の確保を通じて、農地の有効利用

を推進する。 

施策２：地域の特性を活かした生産振興と販売力強化の促進 

   ○ ライフスタイルの多様化に伴い、食に対する消費者嗜好が変化してきてい

るほか、食品に対する安全・安心意識が高まっている。 

    ○ 人口減少に伴い、国内マーケットの縮小が見込まれるほか、グリーンツー

リズムなど体験型観光の需要拡大や、企業の農業参入による大規模経営の展

開、外食産業の発展による業務用食材の増加など、生産・販売環境等が変化

している。 

    ○ 本市では直売所の数が多いほか、学校給食では県内産の食材が多く使用さ

れている。また、おやきや味噌を使った料理など伝統的な食文化を継承する

活動や農業体験活動などが活発に行われている。 

○ 以上から、主力である果樹を中心に、地域特性を活かした多品目の農産物

の生産と、販売力の強化を促進するとともに、地産地消の取組や農業体験活

動などを通じて農業・農村に対する市民の理解を促進し、全ての市民が長野

市農業の応援隊となることを目指す。 
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第２ 長野市の農業生産額（平成 28 年推計）及び指標 

○ 長野市の農業生産額（平成 28 年推計） 

○ 指標

品目 
平成 28 年 

生産額 構成比 

米 21.9 億円 10.8 %

麦類・雑穀・豆類 0.7 億円 0.3 %

野菜（いも類含む） 19.2 億円 9.5 %

果樹 92.7 億円 45.8 %

畜産 3.6 億円 1.8 %

花き 3.0 億円 1.5 %

栽培きのこ 60.5 億円 29.8 %

その他 1.0 億円 0.5 %

合計 202.6 億円 100.0 %

＜農業生産額算出手順＞ 

  農業生産額 = 【作付（栽培）面積】×【単収】×【単価】 

指標名 内容 現状値 目標値 

新規就農者数（人） 

給付金等受給者又は農家

創設数の累計（現状値は

給付金等受給者数のみ） 

H23～H27：118 H29～H33：150

農地の利用権設定 

面積（ha） 

長野県農地情報管理セン

ター登録面積 
H27：667.3 H33：893

果樹の 

新品種・新技術導入

による栽培面積（ha）

りんご新わい化、ぶどう

新品種の栽培面積推計値 
H27：68.3 H33：106

果樹農業生産額 

（億円） 

りんご、もも、ぶどう等

の果樹生産額の推計値 
H28：92.7 H33：104
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中項目 No 小項目

ア 中心的な担い手となる農業者の育成
1 認定農業者
2 農業者の組織化
3 農作業支援

イ 新たな担い手の確保
4 新規就農者
5 農業研修センター
6 企業の農業参入

ウ 農業者を支える団体の活動支援
7 農業協同組合
8 農業青年協議会

ア 優良農地の確保と農地の有効利用
9 優良農地の確保
10 耕作放棄地対策
11 農地流動化対策

イ 農業生産基盤の整備と維持管理
12 農業生産基盤整備
13 湛水防除(農業用排水機場の整備)
14 農業用施設の適切な維持管理

ア 主要農畜産物の生産振興
15 果樹振興（りんご）
16 果樹振興（もも）
17 果樹振興（ぶどう）
18 野菜振興
19 花き振興
20 きのこ振興
21 水稲振興
22 地域奨励作物
23 畜産振興（牛・豚など）
24 めん羊振興（サフォーク）

イ 中山間地域の生産振興
25 中山間地域の農地維持
26 中山間地域の生産振興

ウ 安全・安心な農産物づくり
27 環境にやさしい農業の推進
28 農業生産工程管理

エ 災害対策・野生鳥獣対策
29 災害対策
30 野生鳥獣被害防除対策
31 ジビエの活用

ア 販路の拡大
32 農業協同組合による販売活動
33 農家の直接販売
34 輸出促進

イ 付加価値の向上
35 ６次産業化、農商工連携

ア 地産地消・食文化の伝承
36 地産地消の推進
37 食文化の伝承と女性農業者の活動支援

イ 都市と農村の交流
38 農業体験交流
39 小中学生農家民泊誘致
40 市民農園(市民菜園)

④農産物の販売力強化と
他産業との連携

⑤農業・農村に対する
理解の促進

①農業の多様な担い手の
確保と育成

②農地の有効利用と
農業生産基盤の整備

③地域の特性を活かした
生産振興

第３　長野市農業振興アクションプラン　体系表及び個別事業シート

大項目
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①  農業の多様な担い手の確保と育成 

ア 中心的な担い手となる農業者の育成                         No.１ 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

認定農業者                       （小田切）

農業政策課農政担当

経 過 ・ 現 況 市は、認定農業者制度に基づいて、中心的な担い手となる農業者を育成して

いる。 

認定農業者制度とは、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農

業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとす

る計画を市が認定するもので、認定を受けた農業者に対して重点的に支援して

いる。 

○認定の基準となる農業経営の目標（主たる農業従事者 1人当たり） 

・年間農業所得 500 万円程度（中山間地域 300 万円程度） 

・年間労働時間 2,000 時間程度 

○主な支援 

(1)農業専門指導員による支援 

・市農業政策課に指導員を１名配置し、経営改善計画の審査・指導などを行

っている。 

(2)国の制度 

・農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）…貸付当初５年間の無利子化 

・農業者年金の保険料補助…35 歳未満 1万円／月、35 歳以上 6千円／月 

・経営体育成支援事業…農業用機械等の導入に係る融資残に対して補助、限

度額300万円 

・経営所得安定対策…畑作物の直接支払交付金、米・畑作物の収入減少影響

緩和対策 

(3)市の制度 

・農業機械化補助金 （補助率 １／２、限度額 50 万円） 

・県外・海外先進地派遣研修事業（補助率１／２、限度額 10 万円） 

現況等のデータ ○認定農業者数の推移                  （人） 

区   分 H24 H25 H26 H27 H28 

認 定 者 数 243 245 251 258 282

うち新規認定者数  29  18  22 31 40

うち再認定者数   34  19  19 35 25

未 継 続 者 数  22  16  16 24 16

○認定農業者の耕作面積 

・644.2ha（H29.3.31 現在） ※１人当たり平均 2.3ha 

○地区別認定農業者数 

・平坦地 199 人  中山間地 83 人（H29.3.31 現在）
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①  農業の多様な担い手の確保と育成 

ア 中心的な担い手となる農業者の育成                         No.１ 

評 価 ・新規認定者は 30 人程度いるが、高齢等の理由で再認定を受けない者もいる

ため、総数は微増である。 

・認定農業者の数は、地域により偏りがあり、平坦地が多く、中山間地が少な

い。 

取 組 方 針 ・認定農業者の増加に向けて取り組む。 

・経営規模の拡大に向けて取り組む。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・認定農業者制度のメリットの啓発を強化する。 

・農地集積化や、農業機械の導入に対して支援する。 

・農業専門指導員や農業改良普及センター等と連携し、技術支援する。 

・認定後のフォローアップをする。 

実 施 状 況

（平成 28 年度）

・新規認定者及び再認定者に対して、栽培技術指導や各種補助金制度の説明な

どのフォローアップを実施した。 

・認定者数は、農業機械化補助金の問い合わせなどの機会を捉えて制度説明を

行ったことで前年度から 24 人増加し、282 人となった。 

・認定者数は、地域や栽培品目により偏りがあるが、中山間地域では前年度か

ら 10 人増加し、83 人となった。 

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6091 農業機械化補助金 農業機械化補助金

6094 農業者育成 農業専門指導員、認定農業者関連等
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①  農業の多様な担い手の確保と育成 

ア 中心的な担い手となる農業者の育成              No.２ 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

農業者の組織化 

農業政策課農政担当

経 過 ・ 現 況 生産性向上と地域における営農活動の継続を図るため、地域の実情を勘案

し、家族経営による農業生産の組織化を支援している。 

○主な支援 

(1)農業法人化事業（農業公社） 

農業者グループの法人化に際し、設立及び増資に対する出資又は補助を

行っている。 

・出資事業：法人の出資総額又は資本金の 1/2 未満で、限度額 500 万円 

・補助事業：法人の出資総額又は資本金の 1/2 未満で、限度額 250 万円 

（補助事業は、農地所有適格法人及び農事組合法人に対するもの） 

(2)集落営農への支援（交付金） 

・組織の規約を有し、共同販売経理を行う集落営農組織化に対して、国の

経営所得安定対策（価格低下による収入の補填や生産費と販売価格の差

額の直接交付）の対象として支援している。 

(3)農業機械化補助金（共同） 

・営農組織化又は法人化を目指す団体（受益戸数５戸、受益面積５ha以上

うち受託面積１ha以上）が共同購入する農業機械に対して補助している。

3/10以内、限度額300万円 

現況等のデータ ○農業法人化事業 

年度 件数（件） 出資・補助額（千円）

H24 2 4,500

H25 1 2,500

H26 1 5,000

H27 1 5,000

H28 0 0

○集落営農数（経営所得安定対策の対象となるもの） 

年度 件数（件） 

H27 11

H28 11

○農業機械化補助金（共同） 

年度 件数（件） 事業費（千円） 補助額（千円）

H24 1 714 214

H25 3 15,650 4,695

H26 0 0 0

H27 2 2,883 864

H28 0 0 0
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①  農業の多様な担い手の確保と育成 

ア 中心的な担い手となる農業者の育成              No.２ 

評 価 ・農業公社による法人化に対する支援（出資・補助）は、毎年１件程度行わ

れているほか、平成 26年度に新規の集落営農組織が５件設立されており、

着実に組織化が進んでいる。 

取 組 方 針 ・法人化又は集落営農の増加に向けて取り組む。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・組織化の意向のある農業者グループに対して、法人化の支援制度について

周知する。 

・集落営農を目指す農業者に対して制度を周知する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・出資、助成希望者の相談に５件程度対応し、相談を継続している。 

・営農組織化及び法人化を目指す団体の農業経営を促進するため、農業機械

化補助金事業（共同）の面積要件を緩和した。 

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6091 農業機械化補助金

6148 長野市農業公社事業
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①  農業の多様な担い手の確保と育成 

ア 中心的な担い手となる農業者の育成              No.３
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

農作業支援 

長野市農業公社

経 過 ・ 現 況 市内農業協同組合が実施していた機械作業や繁忙期の農作業支援事業を引

き継ぎ、平成 19年度から長野市農業公社が実施している。 

○主な事業 

(1)機械作業事業

  農家から申し込みを受けた機械作業を、各地区の受託組合や機械を所有す

るオペレーターへ仲介・あっせんし、農家を支援している。 

  ・受託組合数       28 組合 

  ・オペレーター数     65 人    計 93 者（27 年度） 

(2)農作業お手伝いさん事業 

  農作業お手伝いさんにより繁忙期の果樹作業等を支援している。 

  ・お手伝いさん 193 人（27 年度雇用契約者数） 

(3)専門作業事業 

  農家から申し込みを受けた剪定作業を、専門作業員へ仲介・あっせんし、

農家を支援している。 

・専門作業 65 人  （27 年度）  

○機械作業事業  

作業内容 作業料金（面積） 機械作業委託料 

耕起（水田） 920～1,100 円/a 874～1,023 円/a

代かき 860～1,150 円/a 817～1,070 円/a

田植え 900～1,250 円/a 855～1,163 円/a

水稲防除 356 円/a 339 円/a

米収穫（ｺﾝﾊﾞｲﾝ） 2,580～3,100 円/a 2,451～2,883 円/a

籾運搬 9.0 円/a 8.5 円/a

そば収穫 1,050～1,200 円/a 998～1,116 円/a

※地域やほ場等の条件により単価は異なる。 

○お手伝いさん事業・専門作業事業 

作業内容 作業料金 賃金 

一般作業（果樹・野菜） 920 円/時 810 円/時

早朝作業 970 円/時 860 円/時

専門作業（剪定） 1,568～1,842円/時 1,650～1,980円/時

※専門作業（剪定）は地域やほ場等の条件により単価は異なる。 
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①  農業の多様な担い手の確保と育成 

ア 中心的な担い手となる農業者の育成              No.３

現況等のデータ ○機械作業事業                        （ha・戸） 

項目 

春 秋 利用 

農家数 

（戸）
耕起 代かき 田植え

水稲 

防除 
耕起 

米

収穫

籾

運搬

そば

収穫

H25 64.7 87.7 85.2 36.0 39.7 126.1 656.0t 46.8 1,810

H26 65.8 91.0 98.0 37.2 27.6 109.8 675.5t 36.5 1,673

H27 65.3 87.9 95.3 35.0 27.9 110.9 585.7t 31.3 1,640

 H28 63.7 83.5 95.6 46.5 27.3 122.0 612.7 3.1 1,552

○農作業お手伝いさん事業・専門作業事業           （人・時間） 

項目 

一般作業 
小計 

（時間）

利用 

農家数 

お手い 

さん 

人数 

専門作業 

（剪定） 春 秋 

H25 59,101 48,058 107,159 433 193 4,510

H26 56,018 48,734 104,752 443 188 5,331

H27 63,731 49,817 113,547 458 193 5,266

H28 59,256 48,451 107,707 470 201 5,372

評 価 ・お手伝いさん事業の利用農家数は増加しているが、お手伝いさん人数（雇用

契約者数）は不足している。 

取 組 方 針 ・お手伝いさん事業の繁忙期における人数不足の解消を図る。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・ＪＡなど関係機関と協力し、お手伝いさんの募集強化に取り組む。 

・農家の要望に応えるとともに、技術力及び安全性の向上が図られるよう、お

手伝いさんの研修を充実する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・お手伝いさん事業における雇用契約者数は前年度から８人増加し、201 人と

なった。 

・お手伝いさんの募集は、「広報ながの」や各ＪＡ広報誌にそれぞれ年２回募

集を掲載したほか、募集チラシを各ＪＡ店舗等に設置して実施した。また、

３月にはラジオのコマーシャルで一週間募集した。 

・安全衛生管理の徹底と技術向上に向けて研修会を開催し、延べ参加者数は前

年度から 37 人増加し、629 人となった。 

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6148 長野市農業公社事業 事業費補助金（農業生産法人育成支援事業、農

50



① 農業の多様な担い手の確保と育成 

イ 新たな担い手の確保                                No.４
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

新規就農者                         （小田切）

農業政策課農政担当

経 過 ・ 現 況  農業者の高齢化、担い手不足が深刻化しており、新規就農者を支援してい

る。 

○主な支援 

(1)研修・営農資金に対する助成（45 歳未満） 

・国 青年就農給付金（H24～ ） 

年間最大 150 万円（準備型２年間、経営開始型５年間） 

※平成 29年度から農業次世代人材投資資金に事業名変更 

(2)市単独 新規就農者支援事業（H23～ ） 

・研修費：年間最大 120 万円（新規参入者３年間、農家子弟２年間） 

・営農資金：年間最大 120 万円（農家子弟 60万円）２年間給付 

(3)その他新規就農者への支援制度（全て市単） 

・就農促進奨励金（55歳以下の新規就農者 １人当たり５万円） 

・農業機械化補助金（補助率：１/２以内 上限 80 万円） 

・研修生の受け入れ里親農家への指導謝金（１年目県、２年目市） 

○ 新規就農者の募集 

・「新・農業人フェア」への就農相談ブース出展 

・長野県・市町村・ＪＡ合同就農相談会へのブース出展 

・「iju info」（発行：全国農業会議）への募集記事掲載 

○新規就農者へのフォローアップ 

 ・給付金受給者に対して、ほ場調査、面接等を行っている。 

現況等のデータ ○新規就農者数の推移（給付金等対象者）          （人） 

  H24 H25 H26 H27 H28  

 新規就農者数 26 31 6 10 11

内
訳

青年就農給付金 11 20 3 6 6

新規就農者支援事業 5 1 1 0 3

 就農促進奨励金 10 10 2 4 2

※青年就農給付金（国）及び新規就農者支援事業（市）は、初めて給付を受けた

年度に計上 

※平成 28年度の給付金を受けない新規就農者は 26名 

○新規就農者の内訳（H23～H28 年度の合計 129 人）       （人） 

  学卒 転職 計  

 農家子弟（市内農家） 10 84 94

 新規参入 0 35 35

 計 10 119 129
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① 農業の多様な担い手の確保と育成 

イ 新たな担い手の確保                                No.４

評 価 ・平成 23 年度から市単独の新規就農者支援事業を新設し、平成 24年度からは国

の青年就農給付金事業が開始されるなど若年新規就農者への各種支援制度創

設の PR 効果により、年間 30人前後の新規就農者があった。 

・各種支援制度の周知が図られているが、一方で制度の創設効果が薄れており、

平成 26 年度から新規就農者数は大きく減少している。 

・給付金等を受給しない新規就農者が平成 27 年度では 26 名おり、そのうち 60

歳以上で就農した方が 10名である。 

取 組 方 針 ・新規就農者の増加に向けて取り組む。 

・定年帰農者など様々な担い手を確保・育成する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・農業研修センターを設立し、定年帰農者など新たな担い手に対して、農業

技術の習得支援を進める。 

・生産振興、販売支援等の施策を総合的に進め、農業所得向上により農業へ

の就業意欲を高める。 

・新規就農希望者に対する効果的な募集方法を検討する。 

・新規就農者のうち、Iターン者・Uターン者などに対して、必要に応じて空

家情報を提供する。 

・専業農家だけでなく、島根県の「半農半Ｘ事業」のような、兼業農家を育

成する取組を研究する。 

・自営農業者だけでなく、農業法人へ就職する「雇用就農」を増やす。 

・地域おこし協力隊員の就農を支援する。 

・農地の所有権などの権利を取得する際の「下限面積」の見直しを農業委員

会とともに検討する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・新規就農希望者に対して農業専門指導員や長野農業改良普及センターの就

農コーディネーターとともに随時、相談対応し、本人の適正や希望する就

農形態等に応じて提案を行った。 

・新・農業人フェア等県外で開催される就農相談会に４回出展し、就農希望

者の相談に約 40件応じた。農業体験を勧めるなど移住及び就農につながる

ように対応した。 

・給付金等対象者は 11人、給付金等を受給しない農家創設者が 26 人であり、

前年度に農家創設をした給付金等対象者４人の重複を控除して、新規就農

者数は 33人となった。 

・農業委員会では、新規就農を促進するため、農地の所有権などの権利を取

得する際の「下限面積」について、中山間地域で一律 10a に見直した。 

関連する予算事業

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6094 農業者育成
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①  農業の多様な担い手の確保と育成 

イ 新たな担い手の確保                                No.５
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

農業研修センター                       （菊池）

農業政策課新たな農業企画室

経 過 ・ 現 況 定年帰農者、農業に関心のある市民、農業への参入を希望する企業など、多

様な人材を農業の新たな担い手として育成するため、農業研修センターを開設

する（平成 29 年４月オープン）。 

○農業研修センター概要 

・全体面積 12,801 ㎡ 

  内訳：研修センター（駐車場含む）用地 2,249 ㎡、研修農園用地 10,552 ㎡ 

・建物 ２棟 

  内訳：研修・休憩棟 152 ㎡、倉庫 76 ㎡ 

・研修内容 

コース名 研修期間 定員 

新たな担い手育成コース １年間※ 10 名 

野菜づくり初級コース 4月～11月 40 名 

野菜づくり中級コース １年間 28 名 

企業育成コース １年間※ ３社 

※受講者との協議により延長することも可

取 組 方 針 ・受講者を確保し、新規就農につなげる。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・新聞広告、広報ながの等を活用し、受講者を確保する。 

・農業の起業や経営に関するセミナーの開催を通じて、企業の参入を確保する。

・就農後の営農指導等について、県農業改良普及センター、JA 等関係機関と 

連携を強化し、支援・相談体制を構築する。 

・研修終了後の円滑な就農に向けて、農業委員会や長野市農業公社と連携して

農地を斡旋する。 

・長野市へ移住を希望する受講生に対し、市内で生活するための住居、学校等

の包括的な相談にワンストップで対応し、関係課と連携して定住を支援す

る。 

・親子向けの食農教育講座や特別講座の開設を検討する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・平成 29年 3 月に竣工した。 

・初度調弁備品としてトラクター１台、小型管理機４台、動力噴霧器４台など

を準備した。 

・職員体制は、所長１名、農業専門指導員３名、事務員１名の計５名とした。

・受講者数は、 一般市民向けコース 75名、企業育成コース２社となった。
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① 農業の多様な担い手の確保と育成 

イ 新たな担い手の確保                           No.６
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

企業の農業参入                       （小田切）

農業政策課農政担当

経 過 ・ 現 況 市では企業の農業参入を促進するため、次の取組を行っている。 

○農業経営相談 

・農業参入を希望している企業に対して、農業専門指導員等による技術指導

のほか、農業公社による農地あっせんなど、企業からの農業経営相談に対

して総合的に対応している。 

○啓発活動 

・商工会議所と連携して、企業の農業参入セミナーを実施している。 

○企業参入の法制度 

・企業の農業参入方法については、農地を利用する方法と農地を利用しない

方法（植物工場等）がある。 

・農地を利用する方法については、農地法の要件を満たし、農地所有が可能

な「農業生産法人」に加え、平成 21 年 12 月の改正農地法の施行により、

農業生産法人以外の「一般法人」についても、貸借であれば、農業参入が

可能となり、新規参入の要件が大幅に緩和された。「農業生産法人」は、

平成 28 年４月から「農地所有適格法人」に名称変更になり、要件が緩和

された。 

区分 要件（Ｈ28.4.1 施行改正農地法） 

農地所有適格法人 

（Ｈ28.4.1～） 

・法人形態…株式会社（公開会社でないもの）、農事組

合法人、合名・合資・合同会社 

・事業内容…主たる事業が農業（農産物の加工、販売

など関連事業を含む。）であること。 

・構 成 員…農業関係者以外の総議決権が２分の１未

満であること。 

・役  員…役員の過半が農業に常時従事し、役員又

は重要な使用人のうち、一人以上が農作

業に従事すること。

農業参入可能な

一般法人 

・貸借契約に、農地を適正に利用していないと認めら

れる場合に解除する条件が付されていること。 

・地域における適切な役割分担の下に継続的かつ安定

的に農業を行うと認められること。 

・業務執行役員が１人以上農業に常時従事すると認め

られること。 
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① 農業の多様な担い手の確保と育成 

イ 新たな担い手の確保                           No.６

現況等のデータ ○農業経営体（法人）の数（H29.3.31 現在）※農地を利用するものに限る。 

・農地所有適格法人 18 法人（うち農事組合法人 3、その他の法人 15） 

・一般法人   23 法人（うち農事組合法人 1、その他の法人 22） 

評 価 ・23の一般法人のうち、農家の協業組織である農事組合法人を除いたその他の

法人（農業参入企業）は22法人で、平成21年12月の改正農地法施行以後に参

入しており、年平均４法人が参入している。 

取 組 方 針 ・農業に参入する企業の増加に向けて取り組む。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・農業参入を希望する企業等に、利用可能な農地等の情報を提供する。 

・農業研修センターにおいて、企業に対して、農業参入のための人材育成、技

術習得を支援する。 

・農業の起業や経営に関するセミナーを実施する。 

・企業等が行う研修・商談会等を支援する。 

・観光との連携により、観光農園や農業体験ツアーなど新たなビジネスの創出

を研究する。 

・商工業など他産業と連携し、既存の農業生産基盤を活用した企業的発想に基

づく農業施策を研究する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・農業研修センターの企業育成コースに２社応募があり、受講を決定した。 

・農業参入を希望する企業を対象とした企業の農業参入セミナーを８月 30 日

に開催した（参加企業数は、32 社）。 

・企業による農業参入等が進んでいる先進地について 14 箇所現地調査を行っ

た（うち業務委託による実施：８箇所）。 

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

56



① 農業の多様な担い手の確保と育成 

ウ 農業者を支える団体の活動支援                           No.７
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

農業協同組合 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 農業協同組合（農協）は、農業協同組合法に基づく法人で、本市には２つの総合

農協（グリーン長野農業協同組合・ながの農業協同組合）と 1つの専門農協（共和

園芸農業共同組合）がある。 

農協の営農技術員が行う営農指導活動は、長野市の農業生産力の増進と農業者の

経済的、社会的地位の向上を担っており、この営農指導活動の実践をより効果的な

ものにするため、２つの総合農協に対して支援している。

現況等のデータ ○農業協同組合正組合員数                     （戸） 

 H24 H25 H26 H27 H28 

グリーン 8,175 7,905 7,629 7,384 7,098 

ながの 10,568 10,371 9,925 9,171 9,225 

※ながの農協は、長野市外の組合員を除く。 

○農業協同組合営農指導員数推移                  （人） 

 H24 H25 H26 H27 H28 

グリーン 26 26 28 27 27 

ながの 24.5 24.5 24.5 23.5 22 

※ながの農協は市内外の正組合員の割合で按分 

○農業協同組合販売品販売高                   （億円） 

 H24 H25 H26 H27 H28 

グリーン 59.8 56.4 58.7 62.1 62.0 

ながの 69.2 70.5 70.2 71.5 68.6 

※ながの農協は、信濃町、飯綱町、小川村分含む。 

評 価 ・組合員数は減少傾向であるものの、販売高は横ばい又は微増である。 

・農協の営農指導活動は、農業生産力の増進と農業者の経済的地位の向上に貢献し

ている。 

取 組 方 針 ・市は、県の農業改良普及センターの営農指導活動と連携し、農協への支援を通じ

て農家の技術力の向上を目指す。

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・農協と市との情報交換を定期的に行い、農家の実情を把握するとともに、農協の

営農活動推進のために、引き続き支援する。

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・農協と市でワーキンググループを４回開催し、農産物の生産及び販売状況に関す

る情報交換を行い、農業振興アクションプラン策定の資料とした。

・農協が栽培講習会、税務相談など各種講習会等を開催し、農家の栽培技術及び経

済的地位の向上を支援した。
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① 農業の多様な担い手の確保と育成 

ウ 農業者を支える団体の活動支援                          No.８ 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

農業青年協議会 

農業政策課農政担当

経 過 ・ 現 況 農業者の高齢化が進み、地域で青年就農者が孤立化するケースが多く見られ

る中で、青年農業者が地域を越えて交流し、情報共有や相互研修等を行う場を

確保するため、昭和 42年から長野市農業青年協議会が設立されている。 

○主な活動 

（1）各種研修事業 

・農業関係制度研修会、会員ほ場視察研修、パソコン研修、先進的事例視察

研修、長野地域農業青年プロジェクト・意見発表大会への参加 など

（2）新規就農者把握調査、激励会開催及び新規就農者等の交流会

（3）農産物の販売イベント、展示会などでのＰＲ 

・お花市、長野市農業フェア、長野市農産物 PR イベント（H26～） ほか 

現況等のデータ

農業青年協議会の状況                      （人） 

 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 

農業青年協議会会員数 65 67 71 64 68 

新規加入者数 6(6) 9(8) 5(5) 3(3) 4(4) 

※（ ）内は支援事業・給付金・奨励金受給者 

評 価 ・給付金の対象となる新規就農者の中には、未加入者がいる。 

取 組 方 針 ・新規就農者へ加入を働きかける。 

・会員同士の連携を強化する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・新規就農者を中心に、協議会が開催する各種研修会やイベントへの参加を呼

びかけ、活動を知ってもらうことにより、加入を促す。 

・消費地での長野市農産物ＰＲ・販売イベント活動を強化する。 

・市で行う婚活事業と連携した農産物ＰＲや農業体験など、新たな手法を研究

する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・7 月に新規就農者を激励するスポーツ大会を開催し、新規就農者と会員との

交流を図った。 

・８月に長野中央通りでのお花市に出店し、市内産農産物のＰＲ・販促活動を

行った。 

関連する予算事業 
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② 農地の有効利用と農業生産基盤の整備 

ア 優良農地の確保と農地の有効利用                       No.９
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

優良農地の確保                    （赤井）

農業政策課農政担当

経 過 ・ 現 況 市では、農業振興地域整備計画において、「農用地区域」を設定し、農業投

資を重点化するとともに農地転用を制限することにより、優良農地の確保と保

全を図っている。 

計画は概ね５年ごとに農業情勢、農用地の利用状況及び今後の農業生産基盤

の整備計画等に対応するために基礎調査を行い、その結果に基づき総合的な見

直しを行うほか、農家住宅の建設など必要がある場合は、随時、見直しを行っ

ている。 

土地所有者の高齢化と後継者不足により、農用地区域の中にも荒廃した農地

が増えている。また、農業以外の土地利用（商業開発、太陽光発電設備等）の

要望も多くなっている。 

○計画の見直し状況 

・平成 23年６月    農振計画の見直し着手 

・平成 27年 12 月  計画の見直し終了 

・今回の見直しで、GIS（地理情報システム）による現況調査に基づき、山

林原野化した農地を農用地区域から除外することにより、中山間地域の農

用地区域面積が大幅に減少した。

今回の見直しで、将来（おおむね 10 年後）の農用地区域面積を、現況と

同じ水準とし、現状を維持するものとした。 

現況等のデータ ○農用地区域面積の推移                       （ha） 

年 度 面積  備 考 

S49 7,337 計画当初 

H12 7,313 平成 11 年見直し後 

H17 9,846 豊野、戸隠、鬼無里、大岡合併後 

H20 9,767 平成 19 年見直し後 

H22 11,046 信州新町、中条合併後 

H25 11,042

H27 8,513 見直し後 

評 価 ・優良農地を保全して、市街地の外延的な拡大を抑制し、農地の持つ多面的機

能の維持増進を図る上で、農振計画は重要な役割を果たしている。 

取 組 方 針 ・農地の有効利用を図り、農用地区域面積の維持を目指す。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・GIS（地理情報システム）や農業委員会による農地の利用状況調査を活用し、

農地の現況を把握する。 
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② 農地の有効利用と農業生産基盤の整備 

ア 優良農地の確保と農地の有効利用                       No.９

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・農業委員会が農地の利用状況調査を実施し、農用地区域のうち山林・原野化

した農地について非農地決定（6.9ha）を行っており、農地の現況を適正に

把握した。 

・農家住宅等の建設について、農振除外の申出があれば、周辺農地に影響を及

ぼさない範囲内において除外を行った（51a） 

・迅速に農振除外の手続きを行うため、申出回数を年２回から年３回に変更した

（平成 29年度から適用）。

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6018 農業振興推進事務
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② 農地の有効利用と農業生産基盤の整備 

ア 優良農地の確保と農地の有効利用                       No.10
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

耕作放棄地対策                        （伊藤）

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 農業委員会が実施した利用状況調査（※1）における荒廃農地面積は平成 26

年に比べ約 700ha 減少し、荒廃農地率も低下している。 

なお、一定規模以上の農家を対象とする農林業センサス（※2）における本

市の耕作放棄地は、平成 22 年に比べ約 200ha 減少しているが、経営耕地面積

が減少しているため、耕作放棄地率は上昇している。 

伐根等により再生利用が可能な農地（Ａ分類）については、国の耕作放棄地

再生利用緊急対策交付金や市の中山間地域農業活性化事業補助金（優良農地復

元事業）を活用して、再生を行っている。 

荒廃農地のうち、山林・原野化し、農地に復元することが困難なもの（Ｂ分

類）については、農業委員会において非農地決定を行っている。 

※1：市内全農地を調査対象としている。

※2：経営耕地 10ａ以上又は販売金額 15万円以上の農家を対象としている。 

土地持ち非農家は含まない。 

○主な支援 

(1)国の制度 

・国耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 ５万円/10ａ 

 （平成 29 年度から荒廃農地等利活用交付金に移行） 

(2)市の制度 

・市優良農地復元事業 補助率 1/2  

・中山間地域小型農業機械補助事業 3/10 以内（10 万円以上 50 万未満） 

現況等のデータ
○農業委員会の利用状況調査 地区別集計表           （ha、%） 

 耕作 
低利用 

農地①

A分類 

② 

B分類③ 

（山林・原野） 
その他 合計④ 

荒廃農地率 

（②＋③）/④ 

Ｈ25 8,396.9 149.5 963.9 2,641.6 230.4 12,382.3 29.1 

Ｈ26 8,098.5 160.3 1,011.3 2,640.1 245.2 12,155.4 30.0 

Ｈ27 8,050.9 166.5 1,016.4 1,937.8 238.1 11,409.8 25.9 

Ｈ28 8,139.2 21.2 758.6 2,242.6 235.6 11,397.1 26.3 

※1 ㎡以下の土地まで集計し、haで表記しているため、合計数が一致しない。
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② 農地の有効利用と農業生産基盤の整備 

ア 優良農地の確保と農地の有効利用                       No.10

現況等のデータ ○農林業センサスにおける耕作放棄地面積の推移（長野市分）

○国及び市の補助金、交付金を活用して再生した耕作放棄地面積  （ha）

年度 経営耕地面積(ha) 耕作放棄地面積(ha) 耕作放棄地率(%) 

H７ 7,653 1,566 17.0

H12 6,553 1,691 20.5

H17 5,914 1,653 21.8

H22 5,554 1,634 22.7

H27 4,780 1,425 23.0

年 度 国・再生交付金 市・復元事業 合 計 

H24 19.15 0.96 20.11 

H25 6.6 1.2 7.8 

H26 10.18 0.35 10.53 

H27 9.52 0.9 10.42 

H28 1.7 1.87 3.57 

累 計 47.15 5.28 52.43 

評 価 ・毎年、農地の再生の取組は継続して行われているが、平成 23年度から平成 27

年度までの再生面積は、年平均で 12ha 程度であり、荒廃農地の一部にとどまっ

ている。 

取 組 方 針 ・耕作放棄地面積の増加に歯止めを掛ける。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・国の荒廃農地等利活用交付金（H29～）を活用して、取組を継続する。 

・平坦地域では、大規模な生産者への農地の集積により、耕作放棄地の発生を

抑制する。 

・中山間地域では、地域の特性に合った作物の生産拡大により、耕作放棄地の

再生を進める。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・農業委員会の利用状況調査によると、Ｂ分類（山林・原野化した農地）の面

積は増えたが、Ａ分類（再生可能な農地）の面積が 258ha 減少した。 

・国の再生交付金は都道府県単位に設置された基金を活用する事業であり、平

成 31 年度までの 10 年間実施可能であったが、事業が前倒しで進んだため、

平成 28 年度の再生面積は前年度に比べて減少した（平成 29 年度からは、新

しく国の荒廃農地等利活用交付金を活用した事業が開始した）。 

・平成 24 年度から平成 28 年度までの再生面積は、年平均 10.5ha 程度である。

・中山間地域では、振興作物としてワイン用ぶどうを導入し、農地面積を再生・

拡大した。 
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② 農地の有効利用と農業生産基盤の整備 

ア 優良農地の確保と農地の有効利用                       No.11
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

農地流動化対策                      （小田切）

農業政策課農政担当

経 過 ・ 現 況  農地の流動化を促進し、担い手の経営規模の拡大を支援している。 

○市の取組等 

(1)利用権設定等促進事業 

・農業経営基盤強化促進法に基づき、市が関係権利者の同意を得て「農用地

利用集積計画」を作成し、農業委員会の決定を経て、公告することにより

利用権が設定され、農地の権利移動が行われる。 

(2)農地流動化助成金 

・新たに３年以上の利用権を設定した借受人に対して、市が助成金を交付し

ている。 

(3)農地利用集積円滑化事業 

・農業公社が農地を借り受けて、当該農地を担い手に貸し付けている。

(4)農地保有特別対策事業 

・農業公社が農地を集約し、一団の農地として担い手に貸し付けている。 

(5)農地中間管理事業 

・長野県農地中間管理機構（公益財団法人長野県農業開発公社）が、農地を

借り受け、借受希望者を公募し、マッチングを行っている。一定の条件の

下で、農地の出し手へ協力金が支払われる。 

(6)人・農地プラン 

・地域ごとに話し合いを行い、その地域の農業のあり方を明確化し、その地

域の中心となる経営体及び農地の出し手の情報を「プラン」として取りま

とめるもので、市内を 35 地区に分け、作成を進めている。 

○ＪＡによる取組 

・ＪＡグリーン長野及びＪＡながのがそれぞれ農地の受け皿となる会社（農

業法人）を設立して、流動化を進めている。また、樹園地については、Ｊ

Ａながのが、改植などを行った上で担い手へ貸し付ける「園地リース事業」

を行っている。 

現況等のデータ (1)利用権設定等促進事業   （ha） (2)農地流動化助成金 （千円、人） 

年度 当該年度設定分 ストック 年度 交付額 交付人数

 H24 113.2 545.3  H24 5,388 68  

 H25 123.1 582.1  H25 5,994 71  

 H26 131.5 630.1  H26 6,089 85  

 H27 124.3 667.3  H27 6,345 77  

 H28 151.5 726.5  H28 4,310 72  
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ア 優良農地の確保と農地の有効利用                       No.11

(3)農地利用集積円滑化事業  （ha） (4)農地保有特別対策事業   （ha）

 年度 新規 継続  年度 面積  

 H24 26.9 149.2  H24 21.0  

 H25 26.1 176.1  H25 14.8  

 H26 24.5 192.0  H26 21.9  

 H27 30.0 206.9  H27 22.6  

 H28 40.7 227.0  H28 27.7  

平成 28 年度利用権設定面積（新規分）の用途内訳       （ha、％） 

  田 畑 田・畑計 樹園地 合計  

 面積 30.8 45.6 76.4 19.5 95.8  

 比率 32.2 47.6 79.8 20.2 100.0  

○人・農地プランの作成状況 

 ・作 成 地 区…23 地区（平成 24年度…19地区、平成 25年度…4地区） 

 ・未作成地区…12 地区 

評 価 ・大型機械による耕作が可能な田・畑については流動化が進んでいるが、樹園

地は規模拡大に限界があるため、利用権設定面積は少ない。 

・長野市農業公社が行う農地利用集積円滑化事業及び農地保有特別対策事業に

より、年に 40ha を超える農地が新たに担い手に集約されており、農地の流

動化については一定の成果が上がっている。 

・作成済みの人・農地プランは、地域の中心となる経営体を記載する段階にと

どまっている。 

取 組 方 針 ・農地の流動化を促進し、地域農業の中心的な担い手への農地の集約化を促進

する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・農地の受け皿となる認定農業者に対する働きかけの仕組を検討する。 

・農業法人や大規模な農家へのヒアリングに基づき、具体的な農地集約プラン

を立て、「人・農地プラン」の仕組みを活用して、農地中間管理事業や利用権

設定等促進事業による農地の流動化を進める。 

・農地相談会を通じて収集した農地の情報を認定農業者や新規就農者へ提供して 

農地の流動化に努める。 

・果樹栽培でのお手伝いさん事業の拡充により、樹園地の流動化と規模拡大を進 

 める。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・若穂（川田、保科、牛島）地区、戸隠地区の「人・農地プラン」作成に着手

し、地区内の中心経営体への農地集約を進めている。 

・農地保有特別対策事業で戸隠地区のそば農家に農地を集約した。 

・農地中間管理事業で鬼無里地区の荒廃、遊休水田を集積し、市外のコメ生産

農家に貸し付けた。 

・農業委員会が農家相談会を 34 回開催し、農地の流動化を促進した。 
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  イ 農業生産基盤の整備と維持管理                              No.12
区  分 内         容

項  目 

（担  当） 

農業生産基盤整備 

    農業土木課

経 過 ・ 現 況 農業生産性の向上と経営安定化を図るため、農道やほ場、かんがい施設など 

農業生産基盤の整備を進めている。 

大規模、中規模な事業は国県の補助を活用して整備し、小規模事業は地区の要望

に基づき、市単土地改良により整備している。 

農業生産基盤施設の老朽化が進んでおり、現在は維持補修や更新工事が主体とな

っている。

現況等のデータ ■県営土地改良事業（国の補助を受け県が実施する広域的で比較的大規模な事業。 

市は事業費の 15％～30％を負担）                          

単位：千円

年 度 H24 H25 H26 

実施箇所 11 箇所 ９箇所 ９箇所 

事 業 費 1,076,800 424,100 560,550

市負担金 223,610 87,645 118,462

年 度 H27 H28 H29（計画） 

実施箇所 ９箇所 ７箇所 ８箇所 

事 業 費 326,150 640,400 572,000

市負担金 68,837 170,100 132,050

■基盤整備促進事業 （国県の補助を受け市が実施する中規模な事業） 

 単位：千円 

年 度 H24 H25 H26 

事業概要 ・浅川地区管水路整備 

Ｌ＝713ｍ 

・浅川地区管水路整備

Ｌ＝1,167ｍ 

・水路改修 

 Ｌ＝381ｍ 

・浅川地区管水路整備 

Ｌ＝402ｍ 

事 業 費 36,869 73,971 6,820

年 度 H27 H28 H29(計画) 

事業概要 ・浅川地区管水路整備

Ｌ＝430ｍ 

・ため池改修 

 堤体法面改修 1箇所 

・浅川地区管水路整備

Ｌ＝352ｍ 

・ため池改修 

堤体法面改修 1箇所 

・ため池ハザードマップ

作成 1箇所 

・ため池改修 

堤体法面改修 1箇所 

事 業 費 33,217 29,689 7,861
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  イ 農業生産基盤の整備と維持管理                              No.12
■市単土地改良事業 （比較的小規模で地区の要望に基づく事業） 

単位：千円 

年 度 H24 H25 H26 

農  道 119 箇所 L=4,340m 119 箇所 L=5,617m 76 箇所 L=2,537m 

水    路 152 箇所 L=3,240m  199 箇所 L=4,551m 109 箇所 L=2,648m 

事 業 費 297,164 229,428 234,476

年 度 H27 H28 H29（計画） 

農  道 59 箇所 L=2,453m 62 箇所 L=3,418m 75 箇所 L=2,010m 

水    路 66 箇所 L=2,023m 115 箇所  L=2,498m 113 箇所  L=3,320m 

事 業 費 296,629 260,771 216,485

評 価 ・農業生産基盤施設（農道、用排水路等）の老朽化が進んでいる。

・農業生産に影響がある緊急性の高い箇所を優先して実施することで、農地の保全

と経営の安定化が図られている。また、防災や環境保全機能の向上にも寄与して

いる。

取 組 方 針 ・農業生産基盤施設の整備によって生産性を向上させ、意欲ある農業者の営農を支

援する。

具 体 的 取 組 

(アクションプラン)

・農業生産基盤施設の規模や事業内容に応じ、農業者に有利なメニューを提案する

ことで経営の安定と効率化を支援する。 

・大規模な施設については、修繕履歴を整備するなど効率的な維持管理に努め、長

寿命化に取り組む。 

・農業生産に支障がないよう、地区や農業者の要望に基づき、機能不全施設の改修

を進める。

・農業者の高齢化を踏まえ、利用者の意見を反映した設計を行い、利便性の高い施

設にする。

実 施 状 況

（平成 28 年度）

・県営土地改良事業について、ため池等整備事業では「長野４期地区」の排水路工

80ｍ、「浅川大池地区」の取水施設改修など４地区で実施した。 

また、かんがい排水事業は畑地かんがい施設や用水路の改修で、「豊野地区」の

揚水機場改修、「善光寺平地区」の用水路工 660ｍなど３地区で実施した。 

市は事業実施者である県と地元との調整及び事業費に対する規定額を負担した。

・基盤整備促進事業においては平成 20 年度から実施した浅川地区の畑地かんがい

用管水路更新事業が完了した。また、小山田池の堤体法面改修を実施した。 

・市単土地改良事業では農道や水路等、地区要望に基づいた現地調査を行ったうえ

で、関係者の意見を考慮した設計に努め、緊急性の高い箇所から実施した。 

・土地改良施設の老朽化が進んでいることから、機能保持のため長寿命化計画の策

定に着手した。 
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② 農地の有効利用と農業生産基盤の整備 

イ 農業生産基盤の整備と維持管理                              No.13 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 
湛水
たんすい

防除（農業用排水機場の整備）             

農業土木課 

経 過 ・ 現 況 農地や住宅地を、大雨など河川の増水による水害から守るため、24 箇所の排

水機場を管理している。 

建設から 30～40 年を経過し老朽化が進んでいる排水機場が多いため、緊急

性の高いものから機器の改修、更新を実施している。 

 各排水機場では、地元住民に日常管理や河川増水時の運転を依頼しており、

市は運転従事者の環境整備や運転技術研修会の開催などを実施している。 

現況等のデータ ■改修、更新の状況 

〇市単独事業                             単位：千円 

年 度 H24 H25 H26 

概 要 

・小森第二排水機場 

  非常用発電機更新 

・牛島排水機場 

  １号ポンプ分解整備 

      など 20 箇所 

・清野排水機場 

  直流電源装置更新 

・音無川排水機場 

  ポンプ設備分解装置 

      など 17箇所 

・小森第二排水機場 

  ポンプ設備分解整備 

・塩崎排水機場 

  ポンプ修繕工事 

      など 18箇所 

事業費 43,039 40,251 62,991

年 度 H27 H28 H29(計画) 

概 要 

・蓮生寺排水機場 

  ポンプ設備分解整備 

・浅川排水機場 

  変圧器盤更新 

         など 13 箇所 

・小森第二排水機場 

  除塵機整備 

・西寺尾第二排水機場

真空ポンプ更新

 など 12箇所

・真島排水機場 

  発電装置更新 

・大道橋排水機場 

  ポンプ修繕 

など６箇所

事業費 55,474 45,574 37,220

〇県営事業（基幹水利施設ストックマネジメント事業 長沼地区）   単位：千円

事業年度 全体事業費 事 業 概 要 市 負 担 金 

H25～H29 480,000
排水機場補修  

(ポンプ、原動機、除塵機)
事業費の 25％ 

単位：千円

年 度 H25 H26 H27 H28 H29（計画） 

事業費 35,000  47,500 120,000  145,000 181,500

市負担金 8,750 11,875 30,000 36,250 36,875
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② 農地の有効利用と農業生産基盤の整備 

イ 農業生産基盤の整備と維持管理                              No.13 
■維持管理費  

〇排水機場の光熱水費、保守管理業務委託等        

単位：千円

年 度 H24 H25 H26 

事業費 23,841 26,726 27,264

年 度 H27 H28 H29（計画） 

事業費 27,648 29,681 30,548

評 価 ・多くの排水機場が老朽化していることから修繕箇所が年々増加しており、適正な

稼動を維持するための改修整備が必要となっている。 

・ポンプの動力となる光熱費等の上昇が続いており、維持管理費が増加している。

取 組 方 針 ・今後も増加が予想される改修、維持管理への対応を適切に行い、施設の長寿命化

を図るとともに、河川増水による湛水、浸水被害を防止する。

・排水機場を運転する管理人、補助員等の確保に努めるとともに、操作技術の

向上を図る。 

・運転を依頼している地元住民と課題等を協議しながら、適正な維持管理に努

める。 

具 体 的 取 組 

(アクションプラン)

・設備や機器の不具合など、故障に関する情報収集体制を充実することで修繕

履歴を整備し、日頃から適正なメンテナンスを実施することで施設の長寿命

化に取り組む。 

・県営土地改良事業など大規模かつ財政的に有利な補助事業導入により施設改

修を推進する。 

・排水機場毎にメンテナンス業者と「排水機場技術指導等業務委託」を締結し、

管理人、補助員等の運転技術向上を図るための研修会を実施する。 

・管理人、補助員等と定期的な打合せを開催するとともに、試運転や月例点検

を実施する。 

実 施 状 況 

（平成 28 年度）

・排水機場の改修、更新について、市単独事業では「小森第二排水機場」の除

塵機整備、西寺尾第二機場の真空ポンプ更新など緊急性の高いものから 12

箇所で実施した。また、県営事業では「長沼排水機場」のポンプを補修した。

・操作技術の向上を図るための操作員研修会を５箇所の排水機場で開催すると

ともに、管理人や地元関係者と市及びメンテナンス業者との打ち合わせ会を

各排水機場でそれぞれ２回実施し、適正な操作及び維持管理に努めた。 

・台風や豪雨のため 10箇所の排水機場で臨時運転を実施した。 

・県営農村地域防災減災事業「千曲川沿岸 牛島地区」の実施に向け、受益者

への説明や同意書の取りまとめを実施した。 
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② 農地の有効利用と農業生産基盤の整備 

イ 農業生産基盤の整備と維持管理                         No.14 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

農業用施設の適切な維持管理 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 農用地、水路、農道等の資源については、地域の共同活動により保全管理さ

れてきたが、農村の過疎化、高齢化、混住化により集落機能が低下し、適切な

保全管理が困難となってきている。このため、保全管理活動及び農村環境の保

全活動を行う組織に対して支援している。 

○多面的機能支払交付金 

 負担割合：国 1/2・県 1/4・市 1/4 

(1)農地維持支払 

・多面的機能を支える共同活動（農地法面の草刈り、水路の泥上げなど）を

支援する。 

(2)資源向上支払 

・地域資源（農用地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動（施設の補

修、植栽など）を支援する。 

・農地周りの農業用用排水路、農道などの施設の長寿命化のための補修・更

新等の活動を支援する。 

現況等のデータ ○多面的機能支払交付金の対象面積等 

資源向上の（ ）は、農地維持支払の内数 

年  度 区  分 組織数 面積（ha） 

H26 
農地維持支払 14 431

資源向上支払 (10) (305) 

H27 
農地維持支払 23 692

資源向上支払 （14） （405）

H28 
農地維持支払 28 794

資源向上支払 （19） （433）

評 価 ・多面的機能支払交付金を受けて活動する組織、対象面積は増加している。 

取 組 方 針 ・多面的機能支払交付金を活用して農業用施設の適切な維持管理を支援する。

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・広報・ホームページを活用して、農業用施設の適切な維持管理を行っている

市内の優良事例を紹介し、活動組織のない地区へＰＲするとともに、取組を

促進する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・取組組織数は５組織、面積は 102ha 増加した。 

・資源向上支払のうち、共同活動取組は３組織、施設の長寿命化が４組織増加

した。 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                           No.15 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

果樹振興（りんご） 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 長野県は、全国２位のりんごの栽培面積を有しており、長野市は県内１位である。

本市の品種別の栽培面積は、晩生種である「ふじ」に偏重していたため、労働力

分散と販売体制の安定化のため、「シナノドルチェ」、「秋映」、「シナノスイート」

等の早生、中生種への改植が進められた結果、「ふじ」が６割となっている。 

○主な取組 

 (1)新しい栽培技術の導入 

・改植等にあたり、省力化、多収化できる「新わい化栽培」や「半わい化栽培」

の導入が進められている。 

(2)園地継承事業 

・農協が樹園地を借り受け、改植や施設整備を行った上で、担い手へリースして

いる。 

○主な支援 

(1)国・県の制度 

・国の果樹経営支援対策事業 

・県の需要に応える園芸産地育成事業 

(2)市の制度 

・りんご新わい化栽培推進事業 

・振興果樹等苗木導入事業 

(3)その他 

・農協独自の補助制度 

現況等のデータ ○品種別栽培面積等                          （ha） 

品種 

栽培面積 合計(A) うちわい化(B) 

H27 年産 H28 年産 

うち新わい化(C) 

H27 年産 H28 年産 H27 年産 H28 年産 

りんご     （合計） 1136.0 1,124.7 207.4 207.8 43.4 47.6

 (早生)つがる 142.9 136.5 27.0 27.1 3.7 4.1

 (中生)シナノドルチェ 11.7 12.4 5.6 5.7 0.7 0.8

 (中生)秋 映 99.0 99.2 24.7 25.0 8.8 9.0

 (中生)シナノスイート 88.0 88.3 26.7 26.9 13.4 13.7

 (晩生)シナノゴールド 61.0 60.3 23.3 23.5 5.7 6.3

 (晩生)ふ じ 676.1 674.7 95.0 94.8 9.5 10.6

 その他 57.3 53.3 5.1 4.8 1.6 3.1

※長野地方事務所調べから長野市の栽培面積等を推計 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                           No.15 
○わい化・新わい化の状況 

 H27 年産 H28 年産 

わい化率(B/A) 18.3％ 18.5％ 

新わい化率(C/A) 3.8％ 4.2％ 

評 価 ・平成 27年産のわい化率は 18.3%、新わい化率は 3.8%であり、導入割合は低い。 

・改植に伴い、未収益期間が生じるため、改植を一気に行うことは農家の経営上

難しい。 

取 組 方 針 ・新わい化栽培、半わい化栽培を促進する。 

・耕作されなくなった樹園地の円滑な継承を促進する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・改植に当たって、国・県・市の最適な支援制度を活用する。 

・農業開発積立金による農協独自の支援や、農協等が実施する園地継承事業を促進

する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・果樹経営支援対策事業（国）、りんご新わい化栽培推進事業（市）等の支援制度

を利用し、新わい化栽培に 4.2ha 転換した。 

・農協が新わい化栽培の講習会を 12 回実施し、技術習得レベルを高めた（ＪＡグ

リーン長野６回、ＪＡながの３回、共和園協３回） 

・農協等が実施する園地継承事業は、樹園地を若手農家に貸し出すため、平成 28

年度までに312aの樹園地を改植した（㈱ジェイエイグリーン：平成25年度～70a、

ＪＡながの：平成 23 年度～242a）。 

・農業開発積立金を活用し、果樹高品質安定生産対策事業（苗木、トレリス等への

補助 13 件で 142a）で農家支援を行った（ＪＡグリーン長野）。

・新わい化苗木助成事業（補助 52 件で 202a）で農家支援を行った（ＪＡながの）。
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                           No.16
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

果樹振興（もも） 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 長野県は、全国３位のももの生産面積を有しており、長野市は県内１位で

あり、本市の品種別の生産面積のうち、「川中島白桃」が４割を占めている。

そのほか、「あかつき」、「川中島白鳳」、「なつっこ」、「黄金桃」など中生種

から極晩生種まで多品種が生産されており、販売体制の安定化を図っている。

○主な取組 

 ・省力栽培のため、低樹高栽培への改植が行われている。 

○主な支援（改植を行う農家に対するもの） 

(1)国・県の制度 

・国の果樹経営支援対策事業 

・県の需要に応える園芸産地育成事業 

(2)市の制度 

・もも低樹高栽培推進事業 

・振興果樹等苗木導入事業 

(3)その他 

・農協独自の補助制度 

現況等のデータ ○品種別生産面積 

(ha) 

品種 栽培面積   

平成 27 年産 平成 28 年産 

もも 244.9 243.4

 （中生）あかつき 37.1 37.1

 （中生）川中島白鳳 32.1 32.1

 （中生）なつっこ 33.1 33.1

 （晩生）川中島白桃 100.8 95.8

 （晩生）黄金桃 15.3 15.3

 （極晩生）白根白桃等 6.0 10.0

 その他もも 5.3 5.3

 ネクタリン 15.2 14.7

※長野地方事務所調べから長野市の生産面積を推計。 

評 価 ・中生種から極晩生種まで収穫時期の分散により、販売体制の安定化につな

がっている。 

取 組 方 針 ・低樹高栽培など新たな栽培技術導入を促進する。 

・耕作されなくなった樹園地の円滑な継承を促進する。 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                           No.16

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・改植に当たって、国・県・市の最適な支援制度を活用する。 

・農業開発積立金による農協独自の支援や、農協等が実施する園地継承事業

を促進する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・農協が低樹高栽培講習会を２回実施し、栽培技術の導入を推進した結果、

200a 低樹高導入面積が拡大した（ＪＡグリーン長野）。 

・農協等が実施する園地継承事業は、樹園地を若手農家に貸し出すため、平

成 25 年度から平成 28 年度までに 42a の樹園地を改植した（㈱ジェイエイ

グリーン）。 

・果樹経営支援対策事業（国）によりあかつき等の改植を 63a 行った（ＪＡ

ながの）。 

・振興果樹等苗木導入事業（市）を活用し、苗木改植を 1,003a 実施した（Ｊ

Ａグリーン長野 863a、ＪＡながの 140a）。 

・農業開発積立金を活用し、果樹高品質安定生産対策事業（ももの帆柱への

補助 15 件で 230a）で農家支援を行った（ＪＡグリーン長野）。 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                           No.17
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

果樹振興（ぶどう） 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 長野県は、全国２位のぶどうの生産面積を有しており、長野市は県内で上

位に位置し、本市の品種別の生産面積のうち、「巨峰」が７割を占めている。

消費者ニーズが高い無核「巨峰」は、「巨峰」全体の約５割を占めている。

無核で皮ごと食べられる「シャインマスカット」、「ナガノパープル」は、 

消費者ニーズや市場評価も高い。 

○主な取組 

・「シャインマスカット」、「ナガノパープル」は、生産性の向上を図るため、

平行整枝短梢剪定栽培など新たな栽培技術の導入が進められている。 

○主な支援（改植を行う農家に対するもの） 

(1)国・県の制度 

・国の果樹経営支援対策事業 

・県の需要に応える園芸産地育成事業 

(2)市の制度 

・ぶどう新品種推進事業 

・振興果樹等苗木導入事業 

(3)その他 

・農協独自の補助制度 

現況等のデータ ○品種別生産面積 

（ha） 

品種 栽培面積 

平成 27 年産 平成 28 年産 

ぶどう 159.9 154.1

 巨峰 117 109

  うち有核巨峰 62 53

  無核巨峰 55 56

 シャインマスカット 17 22.2

 ナガノパープル 7.9 7.9

 その他ぶどう 18 15

無核化比率 54.9% 63.0%

ワイン用ぶどう 9.3 9.3

※長野地方事務所調べから長野市の生産面積を推計。 

評 価 ・消費者ニーズに対応した生産が行われており、市場評価も高いため、農家所得

の向上につながっている。 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                           No.17

取 組 方 針 ・無核「巨峰」の栽培を促進する。 

・シャインマスカット、ナガノパープルの栽培を促進する。 

・平行整枝短梢剪定栽培など新たな栽培技術の導入を促進する。 

・耕作されなくなった樹園地の円滑な継承を促進する。 

・シャインマスカット、ナガノパープルについて、長期的な需要に対応するため、

長期冷蔵による販売を促進する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・改植に当たって、国・県・市の最適な支援制度を活用する。 

・農業開発積立金による農協独自の支援や、農協等が実施する園地継承事業

を促進する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・果樹経営支援対策事業（国）、ぶどう新品種推進事業・振興果樹等苗木導入

事業（市）の支援制度を利用するなど、シャインマスカット等の栽培面積が

5.2ha 増加した（ＪＡグリーン長野 5ha、ＪＡながの 0.2ha）。 

・シャインマスカット等への転換に伴い、平行整枝短梢剪定栽培技術も推進さ

れた。 

・農協等が実施する園地継承事業は、樹園地を若手農家に貸し出すため、平

成 25 年度から平成 28 年度までに 30a の樹園地を改植した（㈱ジェイエイ

グリーン）。

・農業開発積立金を活用した長期貯蔵冷蔵庫整備事業で、需要の高いシャイ

ンマスカット、ナガノパープルの価格向上に向けて、供給時期の延長を行うた

めに、農協の支援により農家３件が長期冷蔵庫を導入し、長期販売を行った

（ＪＡグリーン長野）。 

する予算事業
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                             No.18
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

野菜振興 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 本市の野菜の主要品目は「ながいも」、「キャベツ」、「アスパラガス」等であ

る。そのほか、地域特性を活かして多品目が栽培されているが、農業者の高齢

化により、「玉ねぎ」等の重量野菜の生産が減少している。 

地域固有の食文化とともに育まれてきた「伝統野菜」が栽培されており、戸

隠大根や松代一本ねぎ等が「信州の伝統野菜」に認定されている。 

○主な取組 

・安定した販売価格が見込める「ながいも」、「ジュース用トマト」、「ケール」、

「野沢菜」等の契約栽培・販売が行われている。 

・中高年齢者も取り組みやすい「アスパラガス」、「ピーマン」、「インゲン」

等の軽量野菜の生産が行われている。 

・遊休農地対策のため、「かぼちゃ」、「枝豆」等、有害鳥獣対策のため、「ピ

ーマン」等の栽培が行われている。 

○主な支援 

・市では、比較的生産性の低い山村畑作地域の活性化のため、野菜の優良種

苗等購入に対する補助を実施している。 

・野菜の価格が著しく低落した場合に、野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和

し、次期作の確保を図るため、野菜生産出荷安定法に基づき一般財団法人

長野県野菜生産安定基金協会が、あらかじめ積み立てた資金を財源とし

て、生産者に対して補給金を交付しており、基金造成に係る農業協同組合

（生産者）負担金の 5/10 に対して市が補助金を交付している。 

現況等のデータ 長野市の野菜作付面積（平成 28 年度）（ha） 

品目 作付面積 

ながいも 60.1

キャベツ 37.0

アスパラガス 28.0

ばれいしょ 17.0

きゅうり 15.0

だいこん 15.0

トマト(加工用含む) 14.1

スイートコーン 14.0

玉ねぎ 13.0

さやいんげん 10.5

その他 99.4

合計 318.1

JA 推計値 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                             No.18

評 価 ・安定した販売が見込める契約栽培は維持されている。 

・中高年齢者向けの作物や、中山間地域に適した作物が導入されている。 

取 組 方 針 ・高収益の施設栽培を促進する。 

・「ながいも」等土壌特性を活かした作物の栽培を拡大する。 

・冷涼で標高の高い中山間地域の立地条件を活かした野菜栽培を拡大する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・パイプハウス等の施設整備に対し、国・県・市の最適な支援制度を活用する。

・農業協同組合の生産計画等に基づき、地域特性にあった作物の導入を促進す

る。 

・中山間地域では、市の実験農場運営事業等により新たな作物の導入を支援す

る。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・パイプハウスの施設整備に対する補助を行い、高収益、高品質の野菜や良質

の苗が栽培された（９戸９棟 戸隠、鬼無里ほか）。 

・農業協同組合の生産計画等に基づき、地域特性に合った作物を導入した（Ｊ

Ａグリーン長野：ながいも、ケール、加工用トマト／ＪＡながの：ピーマン、

枝豆）。 

・とうがらし 42ａ、ケール 217ａ（施設栽培 64ａ、露地栽培 153a）など新た

な作物が導入されている。 

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6108 そ菜特産振興補助金

6112 山村畑作地域活性化事業補助金
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                            No.19
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

花き振興 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 本市の花きの主要品目は、「コギク」、「トルコギキョウ」、「りんどう」、「カ

ラー」などであるが、そのほか、「ユーフォルビア・フルゲンス」など、希少

な品目もある。 

○主な取組 

・標高差を活かして、市場への長期間出荷が行われている。 

・花きは軽量品目であるため、高齢者や女性にも扱い易いほか、他の作物と

組み合わせた複合経営が行われている。 

○主な支援 

・市では、花きの産地化を推進するため、種苗購入費用に対して補助金を交

付している。 

現況等のデータ 長野市の花き作付面積（平成 28 年度）                            （ha） 

品種・品目 作付面積 品種・品目 作付面積 

コギク 7.0 クジャクソウ 0.8 

トルコギキョウ 3.7 ギガンチューム 0.5 

りんどう 3.6 ミシマサイコ 0.5 

カラー 2.5 カーネーション 0.3 

シャクヤク 1.5 その他 2.6 

ゆり 1.0 合計 24.0 

JA 推計値 

評 価 ・標高差や作型（季咲き・抑制・２番花）を活かして、市場への長期間出荷体制を

確立している。 

・お盆やお彼岸の需要が大きい「コギク」の生産拡大が図られている。 

取 組 方 針 ・複合経営による、経営の安定化を促進する。 

・地域特性にあった品種導入を促進する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・複合経営に向けた指導を農協と連携して行う。 

・農協の生産計画等に基づき、地域特性にあった品種の導入を促進する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・地域特性にあった花（ＪＡグリーン長野：コギク、トルコギキョウ、シャク

ヤク、りんどう、ユーフォルビア・フルゲンス／ＪＡながの：コギク、トル

コギキョウ、りんどう）の産地化の推進、品質向上のための技術研修会や検

討会を 77回開催した（ＪＡグリーン長野 52回／JA ながの 25 回）。 

・農業協同組合が、新規就農者や定年帰農者などに、栽培及び営農指導を行っ

たことで、生産農家が 11 戸増えた（ＪＡグリーン長野 コギク、シャクヤ

ク、ユーカリ 7 戸 ／ＪＡながの コギク ４戸）。 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                            No.20 
ｆ区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

きのこ振興 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 長野県は、「えのきたけ」、「ぶなしめじ」、「エリンギ」、「なめこ」の生産量

が全国１位であり、長野市内では、大手企業による生産も行われており、県内

有数の産地である。 

本市のきのこ生産の大半は企業によるものであり、市内生産量に占める農協

取扱量の割合は約２割である。 

○主な取組 

・農協がきのこ生産農家に対する栽培指導や経営改善指導をしている。 

現況等のデータ 長野市きのこ生産量（長野市推計） 

（ｔ） 

えのきだけ ぶなしめじ その他 合計 農協取扱量 

H24 年産 10,323 2,935 5,709 18,967 - 

H25 年産 12,506 1,661 5,658 19,825 4,494 

H26 年産 12,370 1,749 5,332 19,451 4,055 

H27 年産 11,976 2,117 4,415 18,508 3,312 

H28 年産 12,229 2,032 4,418 18,679 3,280 

※農協取扱量は農協からの聞き取り調査 

評 価 ・市内生産量は横ばいとなっている。 

・農協の取扱量は２割程度で推移している。 

取 組 方 針 ・きのこ生産を行う小規模経営農家の経営の安定化を図る。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・経営の複合化について、農協と連携して支援する。 

・優良品種の導入や、低コスト・省力生産技術の導入について、農協と連携し

て支援する。 

・季節による需要変動に応じた計画的な生産・出荷調整を農協と連携して指導

する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・経営安定を図るため、農協では野菜や花き栽培との複合化の取組みを進めた。

・目揃い会や品質向上に向けた検討会等を７回開催した（ＪＡグリーン長野）。

・小規模農家への経営指導を５回実施した（ＪＡグリーン長野)。 

・品質向上及び経営安定のため、技術員が農家を訪問し指導した（ＪＡながの）。

関連する予算事業 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                            No.21
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

水稲振興 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 政府による全量買い上げという食糧管理制度の下で米の在庫が増加し、昭和 46

年から減反政策が実施され、平成 19 年からは、都道府県別に配分された生産数量

に基づき、農業者・農業者団体・集荷業者等で構成する農業再生協議会による主体

的な需給調整システムへ移行している。 

○市の現状

・主要品種は、「コシヒカリ」、「あきたこまち」であり、温暖化対策で「キヌヒ

カリ」の後継品種として長野県オリジナル品種の「風さやか」が導入されてい

る。

・中山間地域にも水田が広がり、市内７ヵ所が全国の棚田百選に選ばれている。

また、信田地区は優良なたねもみ産地となっている。

○情勢 

・食生活の多様化等により、全国の米の消費量は、毎年減少しており、需給調整

と水田の有効活用のため、非主食用米のほか、小麦・大豆・そば等の転作作物

の生産が行われている。 

・国は生産調整を実現するため、生産数量目標を達成した販売農家に対して米の

直接支払交付金（7,500 円／10ａ）を給付しているが、平成 30年産から廃止と

なる。

現況等のデータ

■水稲の経営規模別農家数   （長野市水田台帳システム農業者データ） 

経営規模 
水稲生産者数（人） 作付面積（ha） 

H27 H28 H27 H28 

0.5ha 未満 9,027 8,490 1,367.2 1,318.5

0.5ha以上4ha未満 232 224 184.7 186.2

4ha 以上 13 13 113.1 140.0

計 9,272 8,727 1,665.0 1,644.7

■水稲作付面積（長野市水田台帳システム農業者データ）   （ha） 

年度 
主食用米 

作付面積 

非主食用米 

作付面積 
合計 

H24 1,783 15.8 1798.8 

H25 1,681 50.8 1731.8 

H26 1,670 51.1 1721.1 

H27 1,610 55.0 1665.0 

H28 1,582 62.7 1644.7 

評 価 ・平坦地域では、法人等への集積が進み、大規模経営が行われている。 

・自家消費を目的とする飯米農家が大半であるが、それらの農家によって農地が保

全されている。 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                            No.21

取 組 方 針 ・大規模生産者にあっては、需給見通しを踏まえた主食用米の生産を推進する。

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・水田フル活用ビジョンに基づき、国の水田活用直接支払交付金や産地交付金

を活用して戦略作物（小麦・大豆・飼料作物等）への転作や、非主食用米（加

工用米、飼料用米など）の生産を推進する。 

・生産者に対して、農業再生協議会を通じて、主食用米に関する需給見通しに

関する情報提供を行う。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・大規模生産者を中心に、実需の高い加工用米に６ha 転換するなど、主食用水

稲全体で作付面積を 28ha 減らして生産調整を推進した。 

・営農計画書の発送時に、国の水田活用直接支払交付金や産地交付金に関する

制度概要のパンフレットを同封して情報提供を行い、転作等を推進した。 

・農業再生協議会から農協の営農指導員等を通じて主食用米に関する需給見通

しについて情報提供を行い、転作等を推進した。 

備考（本施策に関連する部分）
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                           No.22
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

地域奨励作物 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 ○市の現況 

・本市の小麦粉、みそ、そばの消費量は全国上位（総務省統計局家計調査等）

であるが、原料となる小麦、大豆、玄そばの国内自給率は、１～２割程度

である。 

○主な支援 

・農地の遊休荒廃化の防止、地産地消の推進を目的に、平成 16 年度から、

小麦、大豆、そばを地域奨励作物として、出荷量に応じ奨励金を交付して

いる。 

・平成 27 年度から中山間地域の奨励金単価を引き上げるとともに、農協が

生産奨励している「枝豆」を新たに奨励金の対象とした※。 

※小麦、大豆、そばは、国の経営所得安定対策交付金等の対象となっている

が、平成 27 年度の制度変更により、交付対象者が認定農業者や集落営農

に限定されたことから、機械化による規模拡大が困難な中山間地域で、農

地の遊休荒廃化が進むことが懸念されたため。 

現況等のデータ ○地域奨励作物出荷量                       （ｔ） 

品目 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

小麦 61 94 135 164 205 208 274 268 261 440 402

大豆 64 71 92 83 63 65 65 66 69 63 90

そば 64 77 93 55 91 112 128 128 110 105 105

枝豆 18 22

小数点以下四捨五入 

評 価 ・小麦は出荷量が伸びており、平成 27年産は豊作だったこともあり大幅に増加し

ている。そばも出荷量は伸びているが、大豆は平成 20年をピークに減少し、近

年は横ばいとなっている。 

取 組 方 針 ・作付面積を増やし、農地の遊休荒廃化を防ぐ。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・奨励金の効果を検証しつつ、引き続き取り組む。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・小麦は、さび病などの発生により、前年に比べ出荷量は減っているが、作付

面積は前年度から 14ha 増加した。 

・大豆は、前年に比べて出荷量が増加しているほか、作付面積も前年度から 32ha

増加した。 

・そばの出荷量は横ばいであるが、作付面積は、前年度から 36ha 増加した。 

・枝豆は、出荷量が増加しているほか、作付面積も前年度から１ha 増加した。
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                            No.23 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

畜産振興（牛・豚など） 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 ○市の現況 

・戸隠牧場は、戸隠村が明治 42 年に国有林 150ha を借受けて開設し、近隣農

家から肉用牛、乳用牛の預託を受けている。牧場内にふれあい動物園を設

置するほか、引き馬による乗馬、乳搾り体験なども行われており、隣接す

るキャンプ場とともに観光エリアを形成している。 

・肉用牛、乳用牛のほか、畜産業として、養豚、養鶏、養蜂を行う農家があ

る。 

○主な支援 

・長野市農業団体協議会畜産部会において、講習会、視察研修、畜産衛生指

導などを行っている。 

現況等のデータ ○戸隠牧場 牛の預託頭数等の推移 

 預託頭数
合 計

農家数（戸）
合 計

入場者数

(人) 市内 市外 市内 市外

H24 54 69 163 9 17 26 9,670 

H25 55 80 135 8 12 20 11,565 

H26 59 44 103 10 6 16 9,459 

H27 48 88 136 8 16 24 10,280 

H28 50 70 120 9 15 24 8,758 

○市内畜産飼養農家数・飼養頭数 

 牛 豚 蜜蜂 

戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 群数 

H24 17 592 3 1,172 47 1,605

H25 17 537 2 799 48 1,705

H26 17 494 2 847 58 1.722

H27 16 469 2 720 57 1,872

H28 15 465 2 708 46 1,553

H29 14 432 2 700 47 1,441

（２月１日現在、蜜蜂は１月１日現在） 

＊鶏は、平成 29.2.1 現在、3戸、3,008 羽 

評 価 ・戸隠牧場への預託頭数は、草地の劣化や牛白血病の流行に伴う自然交配の停止など

によって減少していたが、Ｈ27 から市外畜産農家へのＰＲにより預託頭数が増加

した。 

・戸隠牧場への入場者数は、1万人前後あり、戸隠地区の観光振興に貢献している。
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                            No.23 

取 組 方 針 ・戸隠牧場の預託頭数増加に向けて取り組む。 

・戸隠牧場の観光地としての魅力を向上させ、入場者の増加に取り組む。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・戸隠牧場の草地改良をする。 

・戸隠牧場での観光客向けの体験メニューを充実する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・戸隠牧場の牛の預託頭数は、平成 26 年度に 103 頭まで減少したが、ＪＡ技術

員から市内外の畜主への呼びかけにより、平成 27 年度からは増加し、平成 28

年度は 120 頭となった。 

・預託頭数増加に向けて、平成 27 年度から戸隠牧場に合う草の播種及び石灰や

尿素を施肥するなど草地改良を行っており、平成 28 年度は約 10ha 実施した。

・牧場管理の作業効率向上及び観光客の安全確保のため、牧場の管理道路と駐

車場のアスファルト舗装工事を実施した。 

・牧場入場者数は、天候不順のため減少した。体験メニューを充実するため、

牧場内にある「ふれあい牧場」で一日飼育体験を実施した。 

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6118 畜産振興施設管理運営
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                            No.24 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

めん羊振興（サフォーク） 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況  信州新町では、昭和初期から軍服の採毛用として飼育していためん羊（コリ

デール種など）を廃用したことにより、ジンギスカン料理が盛んとなった歴史

がある。 

 長野県内のめん羊飼養頭数は、北海道に次ぐ全国２位であり、長野市は県内

１位である。 

○市の取組 

・繊維製品の普及により町内でのめん羊飼養は衰退したが、昭和 57 年に肉

用めん羊（サフォーク種）を初めて導入し、生産奨励を行った。 

・信州新町が、めん羊牧場（左右牧場）及びめん羊繁殖センターを設置して、

飼養農家の支援を行うほか、さぎり荘でサフォーク肉を提供してきた。現

在は、長野市がこれらの公共施設を引き継ぎ、農業と観光の連携によるま

ちづくりを進めている。 

現況等のデータ 市内めん羊飼養農家数・飼養頭数等 

飼養農家数 飼養頭数 出荷頭数
内   訳 

市内出荷 市外出荷 

H24 5 481 221 141 80

H25 6 473 205 136 69

H26 8 435 194 104 90

H27 9 454 193 104 89

H28 9 440 187 62 125

信州新町肉めん羊組合調べ（３月末現在） 

評 価 ・飼養頭数のほとんどが１戸の農家に集中している。 

・出産頭数が年 1.3 頭と少ないため、黒字化が難しい。 

・枝肉の生産量の国内産割合は、1.1％であり、国内産は、希少価値がある。 

・地元で生産されたサフォーク肉は、市営施設であるさぎり荘以外の市内飲食店で

は提供されていない。 

・左右牧場への道路アクセスが悪いため、観光客が訪れることができない。 

取 組 方 針 ・飼養農家数及び飼養頭数の増加に向けて取り組む。 

・生産コストを縮減し、安定した生産体制を構築する。 

・信州新町地区内の飲食店で地元産サフォーク肉を提供する。 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ア 主要農畜産物の生産振興                            No.24 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・地域おこし協力隊などの新規めん羊農家を支援する。 

・自給飼料率を高めるとともに、繁殖、肥育農家の分離を行う。 

・道路アクセスの良い場所に観光客が羊とふれあえる場所を整備する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・めん羊飼養農家数は、平成 24 年に５戸であったが、平成 28年には９戸に増

加した。 

・生産コスト縮減のため、繁殖、肥育農家の分離を行い、繁殖農家が自給飼料

を中心に飼養している。 

・めん羊新規就農支援事業で、地域おこし協力隊員に対して飼養施設整備のた

めの支援を実施した。 

・信州新町地区内の飲食店で地元産サフォーク肉を提供するため、羊肉中間処理

技術研修を４回実施した。 

・国道 19 号沿いに「大原福祉の里めん羊ふれあい広場」を整備した（1.5ha）。

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6118 畜産振興施設管理運営

6107 畜産振興補助金
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

イ 中山間地域の生産振興                              No.25 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

中山間地域の農地維持 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 中山間地域農業は、平地に比べ地形的条件が不利なため、担い手が減少し、

農業や集落の維持が難しくなっている。集落協定を結んだ集落及び耕作者が行

う、耕作放棄地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動に対して、国の基準

に基づき支援している。 

○中山間地域等直接支払交付金 

・負担割合： 法指定：国 1/2・県 1/4・市 1/4 

        特認定：国 1/3・県 1/3・市 1/3 

現況等のデータ ○集落協定数等 

 集落協定数 参加者数

（人） 

面積 

      （ha）

交付金額 

（千円）

第２期 

(H17～H21) 
165 2,600 740.8 113,602

第３期 

 (H22～H26) 
137 2,099 629.7 98,564

第４期 (H27) 110 1,480 447.0 73,379

第４期 (H28) 112 1,517 456.1 74,968

評 価 ・高齢化、担い手及び役員不足等により、５年ごとの新規対策に移行するたび

に協定数が減っている。 

・集落協定を締結している集落では、協定参加者全員で協力して保全活動して

いるため荒廃地は発生していないが、集落協定を締結していない集落では荒

廃化が拡大している。

取 組 方 針 ・集落協定数及び対象面積の減少を抑制する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・協定を締結していない地区へ他の事業（多面的機能支払事業）も含め広く PR

する。 

・より一層地域の方が取り組み易いように、集落協定の広域化を促進するとと

もに、小規模・高齢化した集落に対して、交付金に関する事務を支援する。

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・集落協定数は、協定を締結していない地区へ広くＰＲしたことで２集落増加

した。 

・集落協定面積は、交付金に関する事務を支援したほか、協定を締結した集落

が増加したことから前年度から 9.1ha 増加した。 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

イ 中山間地域の生産振興                              No.26 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

中山間地域の生産振興 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 中山間地域は、地形的条件により、平地に比べ生産性が低いことに加え、農

業後継者不足により荒廃農地が増加している。このため、地区委員会等が行う

遊休農地の復元や農協等が行う優良種苗等の導入を支援している。 

事 業 名 事業の概要 

中山間地域農業

活性化事業 

地区遊休農地活性化委員会等の活動や地区の特性を活か

した地域作物の導入に対して補助金を交付している。 

山村畑作地域活

性化事業 

中山間地域の畑作地域に適した作物の作付けを奨励し、農

産物の高品質化及び多収量化を図り、中山間地域の農業収

益を上げるため、農業協同組合が行う種苗等の購入費に対

して補助金を交付している。 

現況等のデータ ○中山間地域農業対策事業（主な実績） 

年度 地区 区分 面積（㎡） 作物の種別 

H26 

七二会 農地復元 1,031 梅 

信州新町 農地復元 2,490 野菜、陸わさび 

芋井 実験農場 400 無農薬ケール 

信里 実験農場 1,500 ブルーベリー 

芋井 振興作物 700 無農薬ケール 

中条 振興作物 12,000 ワイン用ぶどう 

H27 

信里 農地復元 3,126 そば 

信里 農地復元 600 とうがらし 

小田切 農地復元 700 山ぶき 

七二会 農地復元 895 加工トマト 

信州新町 農地復元 1,214 菊ごぼう 

信更 実験農場 12,300 ワイン用ぶどう 

芋井 振興作物 1,000 無農薬ケール 

H28 

小田切 農地復元 1,998 市民菜園に整備 

戸隠 農地復元 6,219 そば 

七二会 農地復元 8,204 ワイン用ぶどう 

松代 農地復元 1,409 人参 

保科 農地復元 850 りんご 

芋井 振興作物 600 ハイパーケール 

七二会 振興作物 4,200 とうがらし 

信州新町 振興作物 1,200 ワイン用ぶどう 

信更 実験農場 3,100 ワイン用ぶどう 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

イ 中山間地域の生産振興                              No.26 

○山村畑作地域活性化事業（平成 27 年度）

事業者名 面 積 主な対象品種 

ながの農業協

同組合 
18.21ha 

ピーマン、加工用トマト、生食用トマト、ミニトマト、き

ゅうり、いんげん、なす、かぼちゃ、ズッキーニ 他 

グリーン長野

農業協同組合 
4.41ha 

にんにく、ミニトマト、なす、ピーマン、加工用トマト 他 

○山村畑作地域活性化事業（平成 28 年度）

事業者名 面 積 主な対象品種 

ながの農業協

同組合 
25.63ha 

ピーマン、加工用トマト、きゅうり、いんげん、なす、か

ぼちゃ、ズッキーニ、戸隠地大根、キャベツ 他 

グリーン長野

農業協同組合 
4.01ha 

にんにく、ミニトマト、なす、ピーマン、加工用トマト 他 

○ワイン用ぶどうの栽培面積（平成 28 年度）         （ha） 

栽培面積 主な栽培地区 

        9.3 信更、信州新町、中条など 

評 価 ・優良種苗の中山間地域での作付けが継続されて、産地化や耕作放棄地の抑制につ

ながっている。 

・導入に対する支援や農業協同組合による栽培指導により安定した収穫量と収

入確保につながっており収益が向上している。 

取 組 方 針 ・中山間地域に適した作物の栽培を拡大する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・地区遊休農地活性化委員会（協議会）が行う農地復元や実験農場に対して支

援する。 

・地域に適した作物の選定について、農業協同組合と連携して支援する。 

・長野市農業公社と連携して、利用権設定や農地集約を行う。 

・ワイン用ぶどうの産地形成を支援する。 

・地区振興作物として、エゴマ栽培の普及を支援する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・荒廃農地を優良農地に 18,680 ㎡復元し、そば・ワイン用ぶどう・野菜・り

んごなどを作付けした。 

・地区振興作物として、とうがらし・ハイパーケール・ワイン用ぶどうを 6,000

㎡作付した。 

・ワイン用ぶどうの産地形成モデル事業は、信更地区で苗木（1,500 本）と、

トレリス（3,100 ㎡）を導入した。 

関連する予算事業 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ウ 安全・安心な農産物づくり                           No.27
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

環境にやさしい農業の推進 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況 化学肥料などの使用により、農業の生産性は大幅に向上したが、一方で、環

境への負荷の増大が懸念されることから、「環境にやさしい農業」が推進され

ている。 

○主な支援等 

(1)国の制度 

・県や市と協働し、化学肥料・化学合成農薬の使用低減のほか、地球温暖化

防止や生物多様性保全に効果が高い営農活動に対して支援を行っている。

（環境保全型農業直接支払制度） 

・有機 JAS 認証制度 

（平成 28年３月末現在：市内で認証を受けている個人・団体 ２件） 

 農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないで、自然界の力で生産された農

産物を認証している（長野県農林研究財団）。 

(2)県の制度 

・エコファーマー（平成 28 年３月末現在：市内認定 1,029 人） 

 「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づき、土づくりと

化学肥料・化学農薬の使用の低減などに取り組む農業生産計画を知事が認

定している。 

・環境にやさしい農作物認証制度 

（平成 28年産：市内で認証を受けている法人及び個人 23 件） 

地域の一般的な栽培方法と比較して、化学肥料及び化学合成農薬を 50％以

上（一部 30％以上）削減した方法で生産された農産物を認証している。 

 (3)市の支援 

・性フェロモン剤の導入や生分解性のマルチの導入などへの支援を行ってい

る。 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ウ 安全・安心な農産物づくり                           No.27

現況等のデータ ○環境保全型農業直接支払 

 人数（人） 面積（ａ） 

H26 5 664

H27 6 630

H28 13 1,055

○生物利用等環境保全型農業推進事業交付件数 

 事業費(千円) 補助金(千円) 戸数 本数 

H25 41,964 5,245 － 431,890

H26 39,969 4,995 2,207 519,720

H27 39,088 4,885 2,132 524,190

H28 37,796 4,724 2,068 511,660

○生分解性マルチ導入推進事業交付件数 

 事業費(千円) 補助金(千円) 戸数 本数 

H25 1,533 459 － 309

H26 1,572 471 83 325

H27 1,530 459 83 309

H28 1,544 463 84 352

課 題 ・「環境にやさしい農業」により生産された農産物は、慣行栽培と比べて、経費が

掛かったり、収量が落ちるが、販売価格に反映されにくい。 

・独自の販売ルートを持つ農家は差別化を図ることで販売単価を上げることが出来

るが、JA等系統出荷では差別化が難しい状況となっている。 

取 組 方 針 ・「環境にやさしい農業」に取り組む生産者を増やす。

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・インターネットショッピングモールや直売所を活用し、差別化による販売を

促進する。 

・農業者の自主性を尊重しながら、各種認証制度を活用し、環境にやさしい農

業への取組を促進する。 

・農業研修センターなどを活用して、減農薬農業など、環境にやさしい農業を

目指す農業者の相談の場を設ける。

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・平成 29 年３月に、環境にやさしい農業に取り組む先進的な農家を招いて研修会

を開催した。 

・エコファーマーの市内認定者数は、前年度から 26 人増加し、1,055 人となった。

・環境にやさしい農作物認証制度の認証数は、前年度から１件増加し、24 件とな

た。 

・環境保全型農業直接支払制度に取り組む農業者数が増加している。 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ウ 安全・安心な農産物づくり                           No.28
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

農業生産工程管理 

農業政策課新たな農業企画室

経 過 ・ 現 況 近年、輸入農産物からの残留農薬の検出や、食品の偽装問題などを契機に、

消費者の食の安全・安心に対する関心が高まっている。 

農業生産活動を行ううえで必要な関係法令等に即した点検項目に沿って、生

産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を持続的に行う活動として、

「農業生産工程管理（ＧＡＰ）」の取組が広がっている。 

○国の取組 

・持続的な活動を推進するため、平成 22 年に「農業生産工程管理（GAP）の

共通基盤に関するガイドライン」を策定した。 

○県の取組 

・長野県適正農業規範、国のガイドラインに長野県独自の項目を加えた「長

野県 GAP 基準」を策定した。 

○ＪＡの取組 

・JA 長野県営農センターが、JA 長野県グループにおける GAP 推進計画を策

定し、GAP・安全安心担当者会議を通じて県下 JA 担当者へ説明を行い、農

家理解の促進を支援している。 

現況等のデータ ○全国の導入産地数（※） 

年度 産地数 

H23 2,194 

H24 2,462 

H25 2,607 

H26 2,713 

H27 2,737 

H28 調査中

 ※野菜、米、麦、果樹、大豆の産地強化計画等を作成している産地等 

 ※産地数とは、農業協同組合の部会、法人等の数 

○農協の取組状況 

 JA グリーン長野 

年度 栽培日誌の提出件数 残留農薬検査件数 放射性物質検査件数 

H24 4,701 78 78 

H25 4,671 78 78 

H26 5,058 78 78 

H27 4,995 78 78 

H28 5,124 72 72 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

ウ 安全・安心な農産物づくり                           No.28
JA ながの（長野市内分） 

年度 栽培日誌の提出件数 残留農薬検査件数 放射性物質検査件数 

H24 8,100 62 62 

H25 12,500 64 68 

H26 13,000 81 74 

H27 14,000 80 70 

H28 14,000 80 50 

評    価 ・JA 長野県グループの GAP 推進計画に基づき、栽培日誌や残留農薬等について、

農協が個別にチェックをしている。 

取 組 方 針 ・系統内出荷について、全ての農家が GAP に基づいた出荷を適正に行うことが

できるように、農協と連携して農家を指導する。 

・国際レベルでの客観的な第三者認証とはなっていないため、国の動向を注視

していく。

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・農薬の適正な使用と保管の指導及び飛散防止対策を実施する。 

・農薬の適正使用に関する誓約書の回収を徹底する。 

・栽培日誌を完全に記帳させるとともに、安全安心システムを活用し、出荷前確認

を実施する。 

・農業生産工程管理（GAP）の効率化を図る。 

・残留農薬・放射性物質検査を出荷前に実施し、事故発生時には迅速に対応する。

※上記は、JAによる取組

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・ＪＡ長野県グループのＧＡＰ基準に基づき、栽培日誌の提出や残留農薬の検査等

の定められた項目を実施した。 

・不要となった農薬や、廃プラスチック等を農協が積極的に農家から回収した（Ｊ

Ａグリーン長野、ＪＡながの）。 

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

100



③ 地域の特性を活かした生産振興 

エ 災害対策・野生鳥獣対策                             No.29 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

災害対策 

農業政策課生産振興担当

経 過 ・ 現 況  農業は自然環境に影響を受けやすい産業であることから、自然災害等により農家

が被った損害に対する各種支援制度により、経済的負担を軽減し、再生産を促して

いる。

○農業共済

・国の農業災害対策に基づく公的保険として、農業共済が制度化されており、相

互扶助の考えに基づき、農家が掛金を出し合って、災害が発生したときに、水

稲、果樹、家畜、園芸施設などを対象として共済金が支払われる。 

・平成 10年度までは、共済事業を市が運営していたが、平成 11年度に広域合併

し長野地区農業共済事務組合となり、平成 21 年度に再編統合され、長野市、

須坂市、中野市、飯山市、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉

村、信濃町、飯綱町、小川村、栄村を管区とする北信農業共済組合が運営して

いる。平成 29 年４月からは、県連合会及び県内東信、中信、南信の農業共済

組合と合併し、長野県農業共済組合となる。 

   また、家畜診療所は、土日を含む 24 時間体制で加入家畜の診療を行うほ

か、損害防止事業や飼養管理の指導により、家畜共済加入農家の経営安定

に寄与している。 

○市の支援 

(1)共済加入者に対するもの

・共済加入の農業者の負担を軽減するため、果樹共済掛金（農家掛金の 2/10）

及び農業共済事務費賦課金（農家の負担する事務費賦課金の 10/10）に対して

補助金を交付している。 

・家畜診療所の運営に係る経費については、診療収入のほか、構成市町村及

び北信農業共済組合で負担している。 

(2)農業災害対策資金利子補給金 

・被害農業者が農業経営の安定を図るため、農業災害対策資金を借り入れた

場合に、被害農業者の金利負担を軽減するための利子補給金を交付してい

る。 

(3)農作物災害緊急対策事業補助金 

・暴風雨、降ひょう、豪雪等に起因する病害虫防除対策などに要する経費に

対して補助金を交付している。 補助率 3/10～7/10 以内 
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

エ 災害対策・野生鳥獣対策                             No.29 

現況等のデータ ○果樹共済掛金補助     

年度 金額（円） 加入率（%） 

H25 2,806,938 9.2

H26 3,013,171 9.1

H27 3,463,469 9.8

H28 3,213,176 10.4

○事務費賦課金補助 

○家畜診療所負担金 

年度 金額（円） 引受頭数 左のうち市内分 

H25 4,539,789 4,718 734

H26 3,601,532 4,477 636

H27 3,813,866 4,133 594

H28 3,929,000 4,030 569

年度 金額（円） 

H25 1,692,364 

H26 1,766,023 

H27 2,093,028 

H28 2,107,854 

評 価 ・果樹共済への加入率が 9%前後と非常に低いが、全果樹面積に対する加入面積の

割合（経営規模の異なる全ての農家の加入率）になっている。 

・畜産飼養農家数や頭数が減少し、家畜診療所の診療収入も減少している。 

取 組 方 針 ・果樹共済の加入率を引き上げる。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・農協、北信農業共済組合を通じて、未加入農家への働き掛けを行う。 

・経営安定の必要な認定農業者について、加入の実態を調査する。 

・加入促進を図るため認定農業者への機械化補助において共済への加入を要件と 

 しているが、そのほか効果的な対策を研究する。 

・大規模災害時については、農業制度資金、農作物災害緊急対策事業補助金を速

やかに実施する。

・家畜診療所の運営に対して、支援を継続する。

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・果樹共済掛金（農家掛金の 2/10）及び農業共済事務費賦課金（農家の負担する

事務費賦課金の 10/10）に対して補助金を交付し、果樹共済への加入を促進した。

・北信農業共済組合が、農協等の栽培講習会等を受講した農家や、災害を受けた若

穂地区の農家等を重点に共済加入を促進した結果、加入率が増加した。 

備考（本施策に関連する部分）
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

エ 災害対策・野生鳥獣対策                             No.30 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

野生鳥獣被害防除対策 

いのしか対策課

経 過 ・ 現 況  近年、野生鳥獣の生息域拡大・個体数増加に伴い農作物被害が増加していること

から、被害防止を図るため、平成 20 年に長野市鳥獣被害防止対策協議会を設立し

た。その支部組織である 20 の地区有害鳥獣対策協議会等が地域の実情に応じて実

施する有害鳥獣被害防止対策に対し支援している。 

 また、国庫補助事業を活用して地域全体を囲む侵入防止柵導入の取組を支援する

ほか、野生鳥獣が出没しにくい環境づくりとして、緩衝帯の整備を行っている。 

 鳥獣保護法の改正により、認定鳥獣捕獲等事業者制度などが創設されたことによ

り、平成 27 年度以降は県の認定及び委託を受けた事業者が捕獲をすることが可能

となったが、県では当面、市町村の枠組みを超えた広域的な視点での捕獲や、捕獲

が難しい標高が高い場所などでの捕獲を中心に対策を行う方針であるため、市内で

は実施されていない。

現況等のデータ ○野生鳥獣による農作物被害額の推移（H23 年度を 100 とした場合の指数） 

   H23  77,518 千円（100.0） 

   H24  72,390 千円 （93.3） 

   H25  67,936 千円 （87.6） 

   H26  67,766 千円 （87.4） 

   H27  62,051 千円 （80.0） 

   H28  60,817 千円 （78.5） 

○被害防止対策事業の実施状況 

 （市単補助） 

 H24 H25 H26 H27 H28  

電気柵・防護柵導入（箇所） 418 550 529 555 336

捕獲檻購入（基） 40 26 20 5 5

捕獲罠購入（基） 151 168 256 120 197

追い払い業務委託（人） 387 311 375 471 348

ライセンス取得補助（人） 16 9 23 29 11

有害鳥獣捕獲 

  イノシシ（頭） 

  ニホンジカ（頭） 

  ニホンザル（頭） 

  ハクビシン（頭） 

  タヌキ（頭） 

  アナグマ（頭） 

  カラス（羽） 

571

229

51

796

330

46

179

679

469

78

237

526

419

51

238

311

80

779

591

80

290

383

99

309

 ニホンジカ集中捕獲（人）   392 607
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

エ 災害対策・野生鳥獣対策                             No.30 
 （国庫補助） 

 H24 H25 H26 H27 H28  

侵入防止柵・電気柵 

の設置（km） 

26.5 3.19 2.87 3.28 1.37

イノシシ侵入

防止柵 

トタン併用６

段張り 

トタン併用６

段張り 

トタン併用６

段張り 

トタン併用６

段張り 

トタン併用

松代地区 若穂山新田区 若穂山新田区 

及び清水区 

若穂清水区及 

び大柳区 

若穂温湯区及 

び町川田区 

○緩衝帯整備事業の実施状況 

 H24 H25 H26 H27 H28  

整備面積（ha） 7.92 6.58 8.69 11.00 9.85

評 価 ・近年特にニホンジカが増えており、有害鳥獣の駆除・個体数調整にあたる猟友会

会員の高齢化等により捕獲・埋設作業等、捕獲従事者の負担が大きくなっている。

・電気柵や防護柵の設置、緩衝帯整備などの防御対策及び、環境整備対策の実施に

より、農作物被害額は平成 23 年度をピークに緩やかに減少に転じているが、依

然として被害は高い水準である。 

・設置した電気柵や防護柵の効果を持続させるため、修繕等の維持管理の負担が

大きくなっている。 

取 組 方 針 ・新規狩猟者及び有害鳥獣捕獲従事者の確保を図り捕獲体制の充実を図る。 

・駆除個体数調整対策、防御対策（電気柵・防護柵）、環境整備（緩衝帯）を総合

的にバランスよく行い、農業被害を減少させる。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・駆除対策として、捕獲補助金による支援を行うとともに、ニホンジカの集中捕獲

を行う。 

・防御対策として、国庫補助事業、市単補助を活用した電気柵・防護柵の新規設置

及び維持管理について支援する。 

・環境整備対策として、緩衝帯整備を行い、維持管理について支援する。 

・若い世代への狩猟の魅力・意義をＰＲする。 

・被害防除対策の重点地区の設定及びモデル事業を検討する。 

実 施 状 況 

(平成 28年度)

・長野市鳥獣被害防止対策協議会の下部組織に、塩崎地区有害鳥獣対策協議会加わ

り、21 団体となった。 

・平成 28 年度から、イノシシ・ニホンジカの捕獲補助金単価を 1.5 万円から２万

円に引き上げた結果、捕獲頭数は平成 27 年度の 945 頭から約 1.5 倍の 1,370 頭

に増加した。 

・カラスの被害が大きいため、１羽あたり 500 円の捕獲補助金を新設した。 

・若穂地区において、平成 25 年度から侵入防止柵の設置を集中的に実施し、延 10.7

キロメートルを整備した。若穂地区全域に設置するためには、まだ 20 キロメー

トル余り残っている。 

・被害防止のための具体的対策や緩衝帯整備後の定期的な維持管理について研修会

や出前講座を５回実施した。なお、緩衝帯整備は 16 箇所 9.85ha 実施した。
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

エ 災害対策・野生鳥獣対策                            No.31 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

ジビエの活用 

いのしか対策課

経 過 ・ 現 況  有害鳥獣防除対策（駆除・個体数調整）により捕獲された鳥獣は、希少な自然の

恵みでありながら、搬送や衛生管理の難しさなどからほとんどが地中埋設されてい

る。また、埋設等の処理作業に要する労力が多大であることが影響し、実際の捕獲

に躊躇してしまう状況にある。 

 このような状況の中、食肉加工施設として市内では初となる若穂地区野生鳥獣食

肉加工施設が平成 25 年３月に地域組織により設置され、野生鳥獣の食肉利用を進

めている。 

現況等のデータ ○若穂地区野生鳥獣食肉加工施設設置（平成 25年３月） 

   事業主体 若穂ジビエ振興会 

   設置場所 若穂保科高岡 

   構  造 鉄骨造 平屋 延べ床面積 42.9 ㎡ 

   建 設 費 15,276,450 円（財源 市 14,502,000 円 自己資金 774,450 円）

   若穂地区野生鳥獣食肉加工施設における処理実績（イノシシ・ニホンジカ）

   H26 およそ 30 頭 

  H27 およそ 25 頭 

   H28   40 頭 

評 価 ・食肉加工施設は設置されたが、捕獲されたイノシシやシカの中には食肉販売には

適さないケースも多く、搬送時間に制約があることから施設の利用率は低い状態

である。 

・良質な肉質の鳥獣が捕獲された場合でも、処理従事者の手配に時間を要するこ

とや肉のストック設備が少ないため、安定販売につなげるには課題が多い。 

・ジビエとして消費者に提供するため、良質な肉質の獣肉を安定供給できる

体制づくりが課題である。 

取 組 方 針 ・若穂地区野生鳥獣食肉加工施設の利用拡大を促進する。 

・捕獲から搬送、ジビエ提供までの循環体制を確立する。 

・捕獲したジビエ肉の需要を掘り起こすため、ジビエの魅力を発信する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・若穂ジビエ振興会及び猟友会の運営を支援する。 

・新たなメニューと加工商品の開発並びにジビエイベントを開催する。 

・ジビエ活用を希望する民間事業者の取組への支援方法など研究・検討を行う。

・県等が行うジビエ振興策と連携しながら、新たなメニュー・加工商品の開発

やイベントでのジビエ紹介などを行う。 

・市内全域をカバーする新たなジビエ肉処理加工施設を整備する。
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③ 地域の特性を活かした生産振興 

エ 災害対策・野生鳥獣対策                            No.31 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・平成 28 年 11 月、ジビエ活用を通じて野生鳥獣による農業被害軽減と地域活性化

を同時に実現する仕組みを構築する「長野市ジビエ振興計画」を策定した。 

・平成 29 年２月、長野市内で捕獲数の多い西南部に近接し、多くの個体を迅速か

つ効率的に運搬でき良質なジビエ肉の確保が見込めることから、ジビエ肉処理加

工施設の建設場所を中条地区に決定した。 

・若穂地区の地域きらめき事業「ジビエ振興による地域おこしと有害鳥獣駆除のモ

チベーションアップ事業」により、平成 28 年 11 月から 29 年２月にかけて市役

所食堂でのジビエメニューの提供や、12 月にはＪＲ・長野県・長野市の共催に

よる「信州ジビエイベント」に参加し、長野駅でジビエの試食を提供するなど、

ジビエ消費拡大を支援した。 

・平成 28年 10 月、東京で開催された「NAGANO フードプロモーション」において、

本市の食の魅力を発信する交流会でジビエをマスコミや食ブロガーにＰＲした。
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④ 農産物の販売力強化と他産業との連携 

ア 販路の拡大                                   No.32
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

農業協同組合による販売活動 

農業政策課新たな農業企画室

経 過 ・ 現 況 ○ＪＡの取組 

・主たる販売先である卸売市場の整理、見直しを行って、重点市場への集約

化を図っているほか、取引市場の関係者を招いて産地との意見交換を行っ

たり、市場を訪問してトップセールスによる販売促進を行っている。 

・消費者の地産地消の意識の高まりを受けて、農産物直売所（インショップ

含む）の販売強化に取り組んでいる。 

○市の取組 

・市では、県外での物産展や観光キャンペーンに合わせて、農協と連携して

農産物のＰＲを行うほか、市長がトップセールスに同行するなど、農協の

販売活動を支援している。 

現況等のデータ ○ＪＡの販売先別取扱高（各ＪＡごと集計方法が異なる） 

[JA グリーン長野]                          (千円) 

 年度 

ＪＡ全農長野 ＪＡ直売所

(インショップ 

含む)

農産販売 合計 
市場 市場以外 

H24 4,071,441 344,395 1,216,420 345,599 5,977,855

H25 3,770,053 324,087 1,262,930 280,528 5,637,598

H26 3,880,363 286,622 1,454,006 253,714 5,874,705

H27 4,102,983 283,414 1,573,627 256,252 6,216,276

H28 3,912,792 312,316 1,682,007 297,296 6,204,411

※米穀・畜産は、「農産販売」に分類 

[JA ながの]                             (千円) 

 年度 

ＪＡ全農（系統） 

委託販売 

ＪＡ全農

以外 

（系統外）

ＪＡ直売所 

（インショップ 

含む）

合計 

市場 市場以外

H24 6,919,372

H25 5,636,898 352,306 1,056,918 7,046,122

H26 5,617,148 351,071 1,053,214 7,021,433

H27 5,941,065 353,023 1,213,198 7,154,263

H28 5,584,694 335,081 1,277,790 6,862,484

※「北部営農センター」分を含む（直売の内訳集計が困難なため）。 

※平成 24年度は内訳未集計。 
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④ 農産物の販売力強化と他産業との連携 

ア 販路の拡大                                   No.32

評 価 ・農協の販売先は、卸売市場が７～８割を占めるが、近年は、ＪＡ直売所（イ

ンショップ含む）の取扱高も伸びている。 

取 組 方 針 ・市場などに対する販売力の強化により、農家所得の向上につなげる。 

・農産物直売所（インショップ含む）を拡充する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・出荷市場の見直し等により、価格維持とコスト低減に取り組む。（JA） 

・直売所の新規開拓、品揃えの充実に取り組む。（JA） 

・農業協同組合長及び市長によるトップセールスを実施する。 

・ふるさと納税制度を活用し、農業協同組合と市が連携して市内産農産物をＰ

Ｒする。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・東京都中央区銀座及び長野地方卸売市場において、農業協同組合長及び市長

によるトップセールスを各１回実施した。 

・前年に比べ直売所の売り上げが伸びている（ＪＡグリーン長野、ＪＡながの）。

・長野駅前に農産物直売所を出店した（ＪＡながの）。 

・ＡＣ長野パルセイロ（16 試合）における出店販売や、各種イベントでの農産

物の消費宣伝販売（56回）等を実施した（ＪＡグリーン長野）。 

・各種イベントでの農産物の消費宣伝販売（122 回）を実施した（ＪＡながの）。

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6189 売れる農業推進事業 トップセールス、販売ＰＲ
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④ 農産物の販売力強化と他産業との連携 

ア 販路の拡大                                   No.33
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

農家の直接販売 

農業政策課新たな農業企画室

経 過 ・ 現 況 ２０１５農林業センサスによると、販売金額１位の農産物を農協へ出荷して

いる農業経営体は全体の 65％で、そのほかの出荷先は、卸売市場、集出荷団体、

小売業者、食品製造業者などである。 

消費者に直接販売を行っている経営体は、全体の 10％である。 

直接販売の形態としては、直売所のほか、注文に応じて配送する方法などが

ある。 

○主な支援 

 (1)直売所 

農業法人や農業者グループが行う以下の事業に対して補助を行っている。

・販売機能整備事業（陳列棚整備・レジ導入等）：補助率１／３ 限度額 200

万円 

・販売促進支援事業（昇り旗・チラシ作成等）：補助率３／10  限度額 10

万円 

(2)その他 

・インターネット販売については、民間大手の「楽天市場」やＪＡ全農の「Ｊ

Ａタウン」などのショッピングモールが開設されているほか、市において

も、農家の販売を支援するため、「nagano ichiba」（ながのいちば）を開

設している。 

現況等のデータ ○農産物販売金額１位の出荷先別経営体数（法人含む）（2015 農林業センサス） 

農産物の販

売のあった

経営体 

農産物の出荷先別 

農協 

農 協 以

外 の 集

出 荷 団

体 

卸売 

市場 

小売 

業者 

食 品 製

造業・外

食産業 

消 費 者

に 直 接

販売 

その他 

5,058 3,284 295 706 134 40 530 69

100% 65％ 6％ 14％ 3％ 1％ 10％ 1％

○直売所等の状況 

 直売所 インショップ 合計 直売所売上額※ 

H27 38 店 38 店 76 店 15.6 億円

H28 35 店 40 店 75 店 集計中

 ※売上額は、５千万円以上の売上がある直売所の合計 
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④ 農産物の販売力強化と他産業との連携 

ア 販路の拡大                                   No.33

評 価 ・農家の直接販売は、包装、荷造等に要する労働時間は増加するが、流通等のコス

トが削減できるため、農家所得の向上につながっている。 

・直売所やインショップは、新鮮な地元農産物を購入したいという市民ニーズに対

応しており、地産地消の推進に貢献している。 

・贈答用りんごは、顧客名簿により注文に応じて配送する方法をとっており、安定

的な販売につながっている。 

取 組 方 針 ・農家の直接販売を促進し、農家所得の向上につなげる。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・農業者グループが行う直売所の整備に対して支援する。 

・市が開設した「nagano ichiba」は利用者が少ないため、在り方を見直す。 

・民間のインターネット販売サイトの利用促進策を検討する。

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・直売所の売上げは前年度に比べて増加しており、農家所得の向上につながっ

ている。 

・新規の直売所設置に関する相談に対し、継続して対応をしている。 

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6189 売れる農業推進事業 「nagano ichiba」（ながのいちば）
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④ 農産物の販売力強化と他産業との連携 

ア 販路の拡大                                  No.34 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

輸出促進 

農業政策課新たな農業企画室

経 過 ・ 現 況  国内市場の縮小が見込まれる一方、和食がユネスコの無形文化遺産に登録さ

れるなど、海外で日本の農産物等への注目が高まっている。 

 また、平成 27年 10 月のＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）の大筋合意に伴い、

農産物等の輸出の機運が高まっている。 

日本全体の農林水産物・食品の輸出額は 7,451 億円（2015 年確定値）であり、

国はこれを 2020 年までに 1兆円規模へ拡大する目標を掲げている。 

○行政の取組 

・県内では、海外輸出に関する情報収集を行うため、平成 24 年に長野県農

産物等輸出促進協議会が設立され、平成 26 年２月からは、それまでの協

議会を発展的に解消の上、輸出関連企業（商社・運輸会社）などを加えた

長野県農産物等輸出事業者協議会が設立された。協議会では、マーケティ

ング調査活動、現地コンサルタント会社による商談会、現地スーパーでの「長

野フェア」（販売促進活動）など、海外輸出に向けたより実践的な取組が行

われている。（会員 50団体、うち長野市２農協、５法人） 

○ＪＡの取組 

・グリーン長野農業協同組合では、りんごを平成 13 年～21 年まで、桃を平

成 16 年～20 年まで輸出していた。現在は、青果卸会社に輸出向けの桃を

出荷している。 

・ながの農業協同組合では、平成 19 年～24 年まで台湾へりんごの輸出を行

っていた。現在は、台湾への輸出再開に向けて、管内の「長野平フルーツ

センター」が「選果こん包施設」として植物検疫所の登録を受けている。

また、米穀の卸会社にシンガポール向けの米を、平成 24 年以降出荷して

いる。 

○農業者の取組 

・個人の農業者では、海外向けのインターネット通販サイトにりんごを商品

登録して、このサイトと提携する国内運送会社の「国際宅急便」により、

香港に輸出するなどの取組がある。 

○その他 

・ＥＵ諸国などが行っている農業の「輸出補助金」は、2015 年 12 月の世界

貿易機関（ＷＴＯ）閣僚会議において撤廃が合意され、輸出事業者へ直接

補助金を交付することはできない。 
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④ 農産物の販売力強化と他産業との連携 

ア 販路の拡大                                  No.34 

現況等のデータ ・長野県の農業産出額 2,832 億円（平成 25 年）※１ 

2,818 億円（平成 26 年）※１ 

2,914 億円（平成 27 年）※１ 

H29.9 確定予定（平成 28 年）※１

・長野県の農産物等の輸出額 1.2 億円（平成 25 年）※２ 

2.1 億円（平成 26 年）※２ 

               3.8 億円（平成 27 年）※２ 

         H29.9 確定予定（平成 28 年）※２

※１ 農林水産省「生産農業所得統計」等 

※２ 長野県農産物マーケティング室調べ 

評 価 ・国内出荷に比べて流通コストが掛かるため、必ずしも農家の手取り向上につ

ながっていない。 

・使用可能な農薬が相手国毎に異なるため、輸出用ほ場を決めて特別栽培の必

要があることや、農産物から病害虫が発見されると輸出停止措置が日本全体

に及ぶリスクがあることなどから、輸出は、ごく一部にとどまっている。 

取 組 方 針 ・農家の手取り向上につながることを前提として、海外販路を開拓する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・県の農産物等輸出事業者協議会を通じて、情報収集等をする。 

・流通コストの削減に向けて、ＪＡ全農による大ロット輸送への参加などを研

究する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・長野県農産物等輸出事業者協議会において次の事業に取り組み、市は情報収

集を行った。 

・販路開拓活動として、シンガポールほか４カ国のバイヤーを招聘し商談会を

実施した（商談会員数 31 事業者）。 

・販路拡大のため、輸出支援員をシンガポールに２名設置した。 

・プロモーション活動として、香港ほか３カ国でイベントを９回開催した。 

・輸出重点品目をりんごと米に設定し、相手国ごとのニーズに応じた品種の導

入や有望バイヤーへの売込みを行った。 

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6189 売れる農業推進事業
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④ 農産物の販売力強化と他産業との連携 

イ 付加価値の向上                                 No.35
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

６次産業化、農商工連携 

農業政策課新たな農業企画室

経 過 ・ 現 況 農業者が生産だけでなく加工・販売にも主体的に関わることにより、高付加

価値を創出する「６次産業化」の取組が広がっている。 

○主な支援 

(1)国の支援 

・６次産業化に関する「総合化事業計画」の認定を行い、認定事業者は、６

次産業化ネットワーク活動交付金、無利子融資資金、農林漁業成長産業化

ファンドからの出資などを受けることができる。 

(2)県の支援 

・信州農業６次産業化推進事業補助金（財源は国の６次産業化ネットワーク

活動交付金） 

   推進事業（ソフト） 補助率１／３ 

   整備事業（ハード） 補助率３／10（限度額１億円） 

・信州６次産業化推進協議会を設置して、各地方事務所に相談窓口を設け、

専門の相談員を配置している。 

・長野県の物産販売や情報発信拠点として、平成 26 年 10 月に、東京銀座に

「銀座ＮＡＧＡＮＯ」がオープンし、農産物加工品などの販売を通じて、

６次産業化を支援している。 

(3)市の支援 

・市営農産物加工施設を５か所設置するほか、農業法人や農業者グループが

行う農産物加工施設の整備に対して補助を行っている。 

・農産物加工施設等支援事業 

加工施設・機械等 補助率 １／２ （限度額 500 万円） 

(4)長野市農業公社 

・賛助会員同士が行う農商工連携による「ながのいのち」ブランドの商品開

発を支援している。また、加工事業等に取り組む農業法人の設立に当たり、

出資による支援を行っている。 

・長野市地産地消推進協議会との共催により、地元生産者と実需者とのマッ

チングを行う「地産地消ながの情報交換会」を開催し、６次産業化、農商

工連携を支援している。 

(5)その他 

 ・国道１８号の通称アップルラインと呼ばれる地域では、りんごの観光農園

が立地しており、近年では、いちご観光農園も設置されている。 
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④ 農産物の販売力強化と他産業との連携 

イ 付加価値の向上                                 No.35

現況等のデータ

 H24 H25 H26 H27 H28  

国・総合化事業計画

認定事業者数 
２ １ ３ １ ０

市・農産物加工施設

等支援事業（件） 
２ ０ ３ １ ２

合 計 ４ １ ６ ２ ２

・主な取組内容 

総合化計画 ：冷凍カットきのこ、カット野菜、野菜ジュースの製造・販売など 

加工施設支援 ：漬物、おやき、りんごチップの製造施設・機器整備など 

評 価 ・これまでに総合化事業計画の認定を受けた事業者は 10 件で、平成 26 年度に

は、この認定に基づき、カット野菜の製造事業者に対するファンドからの出

資が行われており、大規模な事業の資金調達が円滑に行われている。 

・市の加工施設等支援事業により、おやきや漬物などの製造施設が整備されて

おり、農業法人や農業者グループの取組に対して簡素な手続きで迅速な支援

が行われている。 

取 組 方 針 ・農業者が自ら行う農産物の加工・販売や、農業者と食品製造事業者や学術機

関との連携の取組を促進する。 

・観光と農業との連携を促進する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・商品開発や加工施設の整備に対して、国・市の制度により支援する。 

・農商工連携に意欲のある企業を誘致する取組みについて、全国の先進事例を

調査して、農業者や農業団体と立地について研究する。 

・農家レストラン、農家民泊、農業体験ツアーなど観光と農業の新たな連携に

ついて研究する。 

・情報交換会へ多くの参加者を確保し、加工品に対する実需者ニーズを把握 

して販売に結びつける。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・市の農産物加工施設等支援事業により、市内加工施設を２箇所機械整備した

（味噌漬及びりんごチップの加工施設）。 

・「第７回地産地消ながの情報交換会」（平成 29 年２月）において、地元生産

者とホテル、レストランなどの実需者との情報交換を行い、加工品に対する

ニーズを把握した。 

関連する予算事業 
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⑤ 農業・農村に対する理解の促進 

ア 地産地消・食文化伝承                            No.36 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

地産地消の推進 

農業政策課新たな農業企画室

経 過 ・ 現 況  地域で生産された新鮮で安全・安心な農産物を地域で消費する「地産地消」

に対する関心の高まりを受けて、関係者が連携して地産地消の普及・推進に取

り組んでいる。 

○農産物直売所（インショップ含む） 

・市内各地域に設置されており、新鮮な地元農産物を提供している。 

○長野市農業祭 

・農家と市民の収穫祭である長野市農業祭が昭和 43 年から開催されており、

毎年約１万人の来場者数があり、地産地消をＰＲする場となっている。 

○長野市地産地消推進協議会 

・平成 16年度に長野商工会議所などで構成する長野市地産地消推進協議会が

設立され、市内の飲食店・ホテルなどでの地元食材の利用を拡大するため、

地産地消協力店の認定や、地元生産者と実需者とのマッチングを行う「地

産地消ながの情報交換会」を開催している。 

○学校給食 

・学校給食での地元農産物の利用を拡大するため、生産者と学校給食栄養士

等との懇談、ほ場視察を実施している。 

・農業協同組合が、学校給食における重点品目を定めて生産者を確保し、入札

に参加している。

○長野市農業公社 

・長野市農業公社では、「ながのいのち」ブランドで地元農産物・加工品の

販売と消費拡大を図るため、アンテナショップ（中央通り）の開設と移動

販売車「ひっぱりだこ号」の運行を行うほか、トイーゴ広場での「ザ・ぎ

んざ・にぎわい市」などを実施している。 

現況等のデータ

 H24 H25 H26 H27 H28 

地産地消協力店数 119 129 135 145 153

情報交換会参加団体 70 118 129 127 104

直売所売上額（億円）※ 13.3 14.0 15.3 15.6 集計中

※売上額は５千万円以上の売上がある直売所の合計 

評 価 ・地産地消協力店数及び情報交換会への参加団体数は、増加している。 

・直売所売上額は、増加している。 
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⑤ 農業・農村に対する理解の促進 

ア 地産地消・食文化伝承                            No.36 

取 組 方 針 ・地産地消への市民の関心や理解を高めていく。 

・学校給食や飲食店などでの長野地域産農産物の利用を拡大する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・ホテルなど地産地消協力店と生産農家との橋渡しを行って、協力店において旬

の農産物を提供してもらい、宿泊した観光客や来店した市民の関心を高める。 

・地産地消協力店をホームページ等でＰＲして、新たな協力店を開拓する。 

・長野市農業祭に周辺市町村からも参加を募り、市外へも周知して来場者数の増

加に取り組む。 

・学校給食栄養士のほ場視察や生産者等との懇談会を実施する。 

・学校給食における市内農産物の利用状況について、生産者や農協に情報提供す

る。 

・病院や福祉施設等の給食に地元産農産物の利用が促進されるよう、農業者との

橋渡しを行う。

・情報交換会へ多くの参加者を確保するとともに、売り手に対する事前研修を

実施することで、より多くの商談を成立させる。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・市内ホテルの朝食において、７月から８月にかけては朝採れきゅうり、10

月から 12 月にかけては市内産のりんごを提供するフェアが開催され、食材

の提供に協力した。

・８月に、学校給食栄養士によるごぼうのほ場視察及び生産者等との懇談会を開

催した。 

・地産地消協力店の飲食店や直売所を巡る「おいしいながのスタンプラリー」キ

ャンペーンを平成 28 年 9月から 12月まで開催した。 

・第 46 回長野市農業祭を H28.10 月に開催した。新たに、須坂市、坂城町、飯綱

町からも出店があり、来場者数は約１万人となった。 

・情報交換会に地元生産者などの売り手 43 団体、飲食店などの買い手等 61 団体

が参加し、積極的な情報交換が図られた。 

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6110 地産地消

6189 売れる農業推進 農産物直売所支援事業補助金

9120 長野市農業祭負担金
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⑤ 農業・農村に対する理解の促進 

ア 地産地消・食文化伝承                              No.37 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

食文化の伝承と女性農業者の活動支援 

農業政策課新たな農業企画室

経 過 ・ 現 況 米の消費の減少と食生活の欧米化により、各地域や家庭で受け継がれてきた

食文化や伝統食に触れる機会が少なくなっている。 

平成 25 年 12 月には、「和食：日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文

化遺産登録され、日本食文化を次世代へ向けて保護・継承する機運が高まって

いる。 

長野市では、地域に根ざした食と農の環づくりを推進する食農活動に関わる

リーダーを育成するとともに、食文化の伝承や食農活動を実践している女性農

業者によるグループ活動を支援している。 

また、地域で箱膳による食文化を伝承する活動を行う団体に対して、市が保

有する箱膳を貸し出しているほか、地域独自で保有する箱膳を使って、箱膳体

験が実施されている。 

○主な支援 

(1)食農活動リーダー育成事業 

・「食と農の環づくりリーダー育成講座」（平成 19～23 年度） 

・「食と農の環づくりリーダーステップアップ講座」(平成 24 年度～) 

(2)「食と農の環づくりリーダー」の活動支援 

・「食の文化祭」（年 1回・平成 19年度～） 

 育成講座の受講者と農村女性団体、食育関係者の活動発表 

・食文化の伝承や食農活動を行うグループとの連携 

たちばな箱膳の会、鬼女紅葉の会、ちょうまの会、四方気
よ も ぎ

の会、 

いただきますの会 他 

・自主的活動 

  教育現場や地域における、食農活動や食育活動 

(3)女性農業団体への支援 

・「長野市農村女性ネットワーク研究会」（昭和 44 年設立） 

食農ときめき講座、食の伝え人講座、食の文化祭、活動交換会 等 

・「長野市農村いきいきフォーラム」の開催（平成５年度～） 
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⑤ 農業・農村に対する理解の促進 

ア 地産地消・食文化伝承                              No.37 

現況等のデータ

※箱膳の体験回数は、市の貸し出しによる回数のほか、地域独自の実施回数を

含む（H24 以降）。 

H24 H25 H26 H27 H28 

食と農の環づくりリー

ダー講座受講者（人） 
32 23 24 29 15

箱膳の 

体験回数（件）※ 
41 34 63 68 79

女性起業グループ数 17 16 16 16 16

学習実践グループ数 205 209 205 204 206

評 価 ・食農活動に関わる食と農の環づくりリーダーの講座受講者が 30 人前後で推

移している。 

・箱膳体験に民間の事業者が関心を寄せるなど、食文化の伝承へ向けた活動は

広がっている。 

・長野市農村女性プランで定めた平成 29 年度の目標値（女性起業グループ数

18、学習実践グループ数 180）の達成へ向けて、女性起業グループは順調に

組織化が進んでおり、学習実践グループは既に目標値を超えている。 

取 組 方 針 ・食文化の伝承及び食農活動を支援していく。 

・農村女性の活動を通じて、農業のイメージアップや新規就農者の増加、若い

女性の農業参入につなげていく。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・ステップアップ講座を引き続き開催する。 

・民間事業者（ホテル）や学校、地域と連携して、箱膳体験を通して食文化の

伝承活動を進める。 

・「長野市農村女性ネットワーク研究会」等の活動に対して、事業の企画立案

に農業専門指導員が助言するなど支援する。 

・「長野市農村いきいきフォーラム」や「食の文化祭」を開催して、関係者の

研修や情報交換の場を提供する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・市内のホテルと連携して、箱膳体験ランチプランの提供に協力した。 

・貸出用の箱膳を 30 台から 55 台に増やして対応した結果、箱膳体験回数が前

年から 11回多く 79 回開催された。 

・農業の経験がないが食農活動に関心を持つ人を対象に、農業に対する関心を

高めるため、「長野市食農ときめき講座」（年８回）の開催を支援した。農業

専門指導員が農作業や味噌作り、箱膳体験などの企画立案に関わった。 

・「第 24回長野市農村いきいきフォーラム」及び「第 10 回食の文化祭」を開

催し、女性農業団体の活動事例報告などを行った。
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⑤ 農業・農村に対する理解の促進 

イ 都市と農村の交流                                No.38 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

農業体験交流 

農業政策課新たな農業企画室

経 過 ・ 現 況 ○農協や地域の農業者グループの取組 

・地域の資源を有効に活用した農作業体験（田植え、収穫等の農作業体験を

通じた都市部の住民との交流事業） 

・食農体験（農作物を栽培収穫し、調理加工する体験） 

○市の支援 

・中山間地域の農業者グループの活動に対して支援を行っている。〔補助率

1/2 以内 、上限額：農業体験 10 万円、食農体験 20 万円〕 

・小中学校では、米作り、果樹栽培など地域性を反映した農業体験学習を実

施している。 

現況等のデータ ○市補助事業の平成 28年度実績 

農業体験 

地区 事業主体 内容 回数 延べ参加人数 

大岡 
大岡グリーンツ
ーリズム 

大豆、野沢菜、コンニャク

づくり 
7 89 

鬼無里 
まめってえ鬼無
里 田んぼのオーナー 3 23 

信里 のぶさと農学耕 棚田オーナー 2 19 

中条 棚田田んぼの会 田んぼのオーナー 1 13 

  合    計 13 144 

食農体験 

○都市農村交流活動の実施状況（長野地方事務所調べ） 

 H24 H25 H26 H27 H28 

年間参加者数(人) 35,239 32,087 30,889 29,689 32,634

○市内小中学校での平成 28 年度農業体験実施延べ校数 

内 容 小学校 中学校 計 

米作り 46 2 48 

野菜作り 68 19 87 

果樹栽培 22 4 26 

合 計 136 25 161 

地区 事業主体 内容 回数 延べ参加人数 

芋井 
飯綱高原 

よっこらしょ 
作付け、収穫、調理ほか 7 169

  合    計 7 169
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⑤ 農業・農村に対する理解の促進 

イ 都市と農村の交流                                No.38 

評 価 ・中山間地域では、実施団体構成員の高齢化が進んでおり、負担が大きくなってい

るが、農地の維持や高齢者の生きがいにつながっている。 

・都市農村交流事業については毎年３万人前後の参加者があり、農業への理解につ

ながっている。 

・小中学校では米や野菜、果樹など地域の特色を生かした農業体験学習が行われて

おり、郷土や農業を知るための貴重な機会となっている。 

取 組 方 針 ・地域でできる範囲で、無理せず細く長く続けていけるよう支援する。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・広報ながのを通じた参加者の募集や、その他の準備事務を支援する。 

・中山間地域以外の平坦地域や、小中学校での農業体験への支援策を検討する。

・農業体験の受入可能な協力農家の情報を整備して、実施グループや学校など

との橋渡しを行う。 

・障害者については、農業体験だけでなく、農作業支援や雇用につながるよう

に福祉団体等との意見交換を実施し、農福連携を進めていく。

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・中山間地域の農業者グループが行う農業体験について、補助金の交付や広報

ながのを通じた参加者の募集など準備事務を支援した。 

・市立長野中学校の「翼プロジェクト（総合的な学習の時間）」の中で農業体験を

実施するに当たり、市教育委員会と実施に向け調整した。 

 （Ｈ29年７月 農業研修センターで実施予定） 

・食農体験について、新規に芋井地区の活動に対し支援した。 

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6151 都市農村交流推進事業
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⑤ 農業・農村に対する理解の促進 

イ 都市と農村の交流                                 No.39 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

小中学生農家民泊誘致 

農業政策課新たな農業企画室

経 過 ・ 現 況 農家民泊事業は、学校教育の一環として行う農林業の体験学習を伴うホーム

ステイであり、本市では平成 18 年に２地区でスタートし、現在では８地区に

拡大している。 

○実施地区 

・鬼無里（H18）、大岡(H18)、信里(H20)、中条(H22)、芋井(H22)、信更(H23)、 

七二会(H23)、信州新町(H27) 

※（ ）は事業開始年 

○長野市小中学校農家民泊誘致・受入事業補助金 

 ・受入回数割：１回あたり３万円、限度額 15万円 ①＋②＝限度額 20 万円

・実施経費割：10 分の５以内、限度額５万円 

○長野市子ども夢学校受入れ協議会 

・平成 21 年には、地域と関係機関の連携、情報の一元化・積極的な助言、

問い合わせ及びコーディネートを担う窓口の一本化などの必要性がある

ことから、「長野市子ども夢学校受入れ協議会」（長野市農業公社事業）を

設立した。  

現況等のデータ

  H24 H25 H26 H27 H28 

受入地区数 7 7 7 8 8

参加者数 7,260 5,906 5,392 3,957 5,848

評 価 ・受け入れ農家の高齢化や受け入れ戸数に限界があり、近年の参加者数は減少傾向

にある。 

取 組 方 針 ・既に実施中の地区については、今後も無理のない範囲で継続していけるよう

支援する。 

・新規の受入地区を増やす。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・地元の観光協会と連携して、新たな体験メニューを構築する。 

・長野市農業公社の「子ども夢学校受入れ協議会」を通じて、地域間や周辺市

町村との情報交換や連携を行う。

・新しい受入組織立ち上げに協力する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・熊本地震に伴う緊急の要請が旅行会社からあり、「子ども夢学校受入れ協議

会」が地域間の調整を一部行うなどして受け入れたことから、参加者数は前

年度に比べ約 48％増加した。 

関連する予算事業 
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⑤ 農業・農村に対する理解の促進 

イ 都市と農村の交流                                No.40 
区  分 内       容

項  目 

（担  当） 

市民農園（市民菜園）                     （赤井）

農業政策課農政担当

経 過 ・ 現 況 市内には、都市部の住民がレクリエーションや生きがい、健康増進を目的に

野菜などを栽培する小面積に区分された市民農園（市民菜園）が設置されてお

り、利用率が高い。 

○「市民農園整備促進法」によるもの

市民農園が開設できる場所は、市町村が指定した「市民農園区域」又は「市街化

区域」に限られ、附帯施設（休憩施設、駐車場など）を整備することができる。

・長野市市民農園（開設者：長野市） 

市内 7か所に市民農園を設置している。そのうち大岡中ノ在家クラインガ

ルテンは、宿泊可能な施設等を備えている。 

○「特定農地貸付法」によるもの

開設場所については、特に区域を限ってはいないが、特定農地貸付法では、附帯

施設を整備することはできない。

・市では、住民自治協議会と協動して市民農園の開設を行う法人に対して、平成

25年度から開設費の補助を行っている。（＠５万円／a）

 ・市民菜園「コミわか農園」 

 ・NPO 法人小田切オアシス市民菜園 

○「農園利用方式」によるもの

農業者が農園に係る農業経営を自ら行い、農業者の指導・管理のもとに利用者が

レクレーション等のために農作業を体験するもので、農業者と利用者は「農園利用

契約」を締結する。（農地の貸借を行うものではない。）

・長野市農業公社市民菜園事業 

長野市農業公社は、農業者が開設する市民菜園に関する事務（利用者の決

定、利用料の徴収など）を代行している。

現況等のデータ ○市民農園等の利用状況（長野市・長野市農業公社）

区 分 H24 H25 H26 H27 H28 

長野市 

市民農園 

区画数 364 364 364 364 364

利用率(%) 83 82 83 77 77

農業公社 

市民菜園 

区画数 1,886 1,719 1,404 1,286 1,267

利用率(%) 93 96 92 95 94

評 価 ・長野市市民農園の利用率は、概ね80％程度であるが、中山間地域にあるもの

を除くと、ほぼ100％である。 

・住民自治協議会と連携して市民農園（市民菜園）を運営する法人が２法人 

（若槻、小田切）ある（川中島地区はH29年度開設予定）。 

・「農園利用方式」（農業公社事業）の市民菜園は、主に市街化区域にあるた

め、宅地化等により廃止されるものがある。 
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⑤ 農業・農村に対する理解の促進 

イ 都市と農村の交流                                No.40 

取 組 方 針 ・住民自治協議会による市民菜園開設を支援する。 

・農園利用方式による市民菜園を増やす。 

具 体 的 取 組

(アクションプラン)

・住民自治協議会や農地所有者に対して、市民菜園開設のためのＰＲ、個別の

相談などにより支援する。 

・長野市市民農園のうち、中山間地域にあり、利用率が低くコスト高な農園に

ついては、今後の運営方針を再検討する。 

実 施 状 況 

（平成 28年度）

・住民自治協議会と協動して市民農園の運営を行う「NPO法人夢テラス川中島」

の新規開設を支援した（平成29年４月現在34区画18.27a）。 

・若槻地区、小田切地区に既に開設されている市民農園の増設を支援した（若

槻地区68区画、小田切地区18区画）。 

関連する予算事業 

事業名 備考（本施策に関連する部分）

6100 市民農園管理運営 市民農園管理運営

6148 長野市農業公社事業 事業費補助金（市民農園管理運営事業、市民菜

園）

6190 市民菜園開設事業補助金 市民菜園開設事業補助金
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